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THE JAPAN ASSOCIATION of RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 
31F Word Trade Centre, 2-4-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-6131, JAPAN 
Telephone 03 5405 3612  Facsimile 03 5405 3613  WebSite WWW.JART.JP 

ISRRT Members 

The Tohoku – Pacific Ocean Earthquake which occurred on March 11, 2011 was an 
unprecedented massive earthquake. The earthquake and subsequent giant tidal wave 
(tsunami) became a catastrophic incident which has claimed the lives of more than 
20,000 people. The control of the Fukushima nuclear power station was lost as a result 
of the massive earthquake and giant tidal wave, and the radioactive contamination of 
local residents has become an issue. 

JART received a dispatch request from the government and sent a preliminary team 
of 12 radioactivity surveyors to Fukushima Prefecture disaster headquarters on March 
16, 2011. The team is surveying and triaging radioactivity amongst local residents and 
has started engaging in activities to eliminate local residents’ anxieties regarding 
radiation. Such activities are expected to continue until April 22, 2011.  

I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude for the enormous 
donations we have received from the president of the ISRRT, the president and directors 
of the various countries which participate in the ISRRT, AACRT, and EACRT, and from 
the participants at this congress. We shall distribute the money we have been donated in 
such as way that is useful for the victims of this disaster.  

JART has learnt and experienced a great deal from this massive earthquake and giant 
tidal wave. We hope to be able to report on our experience at the 17th ISRRT World 
Congress in Toronto next year, and make our experience a valuable asset to the ISRRT.  

- With thanks to all our friends throughout the world -

March 29, 2011 
Dr.Yasuo Nakazawa, Ph.D. 
President, Japan Association of Radiological Technologists
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　鈴木憲二先生の訃報が伝えられたのは，2011年 7月16日，朝 9時 30分ころでし
た．電話の向こうで先輩の片倉俊彦先生が﹁朝方，救急車で病院に運ばれたがそ
のまま亡くなってしまった﹂と元気なく伝えてくれました．信じられない出来事であったため，
﹁原因はなんですか﹂と尋ねましたが，分からないとのことでした．
　急きょ，その日のうちに鈴木憲二先生宅に焼香に伺うことを伝え，切符を手配しました．
思い起こせば3月11日の東日本大震災発生以降，本会の現地対策本部長として，
福島県放射線技師会会長として，連日連夜本会事務局との連絡，福島県災害対策
本部における朝夕連絡会議への出席，47都道府県からボランティアとして駆け付け
た放射線サーベイヤーの方々の賄い，福島県放射線技師会サーベイ活動の陣頭指
揮など，寝る時間もない戦いの連続であった事と思います．
　東京電力福島第一原子力発電所の事故は，福島県だけではなく広大な地域を汚
染し，多くの住民に避難生活を余儀なくさせました．日本国民の放射能アレルギーは
強いものがあり，退避する住民だけでなく退避住民を引き受ける地域にも大きな不安を
抱かせました．放射線を被ばくしたのではないかと不安に思っている地域住民の方々
に対して，福島県災害対策本部は6週間で18万人のスクリーニングを実施しました．
鈴木憲二先生はこの中にあって，全国から駆け付けた放射線サーベイヤーと福島県
放射線技師会派遣放射線サーベイヤーと協力して，43,000人のスクリーニングを実
施しました．短期間で多くの住民にスクリーニングを実施したことは，地域住民の円滑
な避難活動に大きく貢献したことと思います．
　さらに，震災後1カ月を経過して開始された避難地域内の遺体収容に際しては，
遺体検案前後の放射能チェック業務のために本会と連携しながら放射線サーベヤー
の手配に奔走し，遺体検案スタッフの作業環境の改善に大きく貢献してくれました．地
域住民の安心，安全を最優先とし，4カ月にわたる活動の間，災害対策本部における
連日の朝夕連絡会議も一度も欠席することなく参加するなど，まさに自身の健康被害もい
とわない真摯（しんし）な態度は福島県災害対策本部スタッフをはじめ全国の診療
放射線技師に勇気を与えてくれました．
　鈴木憲二先生は昭和46年 4月福島県立医科大学に就職され，以来 40年にわた
り診療放射線業務に従事し，多くの患者さんの病態把握に貢献するとともに福島県立
医科大学の放射線診療スタッフの人材育成に貢献されました．平成 19年診療放射
線技師長に昇進，平成 20年には病院内の医療技術者を統括する診療支援部副部
長に就任され，放射線診療部門の環境整備はもとより，病院全体の経営に深く関わり，
福島県立医科大学の円滑な法人移行にも大きく貢献されました．診療放射線技師とし
ての研究業績は膨大で論文 181編，学術発表 316回に及びます．
　また日本放射線技術学会などの全国大会におけるシンポジウム座長やシンポジスト，
講演活動も多くなされました．先生の最も大きな功績は，現在の画像診断において必要
不可欠なヘリカルX線CTによる臨床画像を，世界で初めて世に出したことであります．
　昭和 49年福島県放射線技師会に入会され，主に学術関係の活動に従事されま
した．平成21年，福島県放射線技師会会長に就任され，福島県内診療放射線技
師の資質の向上に貢献されました．また平成 22年，日本放射線技師会理事に就任
され，災害対策委員長として全国放射線技師会ネットワークを構築し，全国の原子
力発電所の事故発生時の相互扶助システムならびに共通の防災訓練を企画されまし
た．このたびの福島第一原子力発電所の事故においては，自ら企画した未完成のシ
ステムを地元で実践する形となり，その心労は過大なものであったと推察しております．
　鈴木憲二先生の62年の生涯は，太く短いものでした．しかしながらその功績は偉大
であり，誰も成し得ることのできない立派な人生でありました．診療放射線技師を夢見
る多くの若人に勇気を与え，臨床現場で働く診療放射線技師に希望の明かりをともし
てくれました．私たち日本放射線技師会の会員は，鈴木憲二先生の無私の活動を決
して忘れることはありません．ご冥福を心よりお祈り申し上げます．
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福島県放射線技師会の取り組み 

［はじめに］ 

［スクリーニング要員派遣までの経緯］ 

図１

［スクリーニング体制の整備］ 
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図２

表１
図３

図４

［スクリーニングの実際］ 

表２
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［おわりに］ 

（平成23年6月11日　中間報告より　故鈴木憲二氏）
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図1 緊急被ばく医療体制の枠組み 
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図２ 緊急被ばくスクリーニング体制について 
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図３ スクリーニングの様子 

図４ 福島県 緊急被ばく医療調整本部 

表１ 当技師会がスクリーニングを行った常設会場と避難所（35ヶ所） 
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日時 派遣会場 派遣人数
スクリーニン
グ人数（人）

13,000～10万
cpm未満（人）

10万cpm以上
（人）

3月13日 1 4 27 0 0

3月14日 4 14 1,517 0 0

3月15日 6 20 4,711 41 0

3月16日 5 17 3,535 137 4

3月17日 9 22 3,314 22 0

3月18日 7 27 2,620 40 1

3月19日 9 28 2,196 25 1

3月20日 5 22 1,519 7 0

3月21日 4 22 1,124 2 0

3月22日 4 18 1,584 33 0

3月23日 3 9 718 3 0

3月24日 3 7 765 2 0

3月25日 3 8 767 1 0

3月26日 2 4 510 2 0

3月27日 2 5 512 0 0

3月28日 2 3 425 0 0

3月29日 2 3 404 4 0

3月30日 2 3 431 0 0

3月31日 2 3 465 3 0

4月1日 1 2 131 0 0

4月2日 1 2 108 0 0

4月3日 1 2 130 0 0

4月4日 1 2 84 0 0

4月5日 1 2 77 0 0

4月6日 1 2 54 0 0

4月7日 1 2 74 0 0

4月8日 1 2 63 0 0

4月9日 1 2 82 0 0

4月10日 1 2 148 0 0

4月11日 1 2 70 0 0

4月12日 1 2 101 0 0

4月13日 1 2 84 0 0

4月14日 1 2 44 0 0

4月15日 1 2 78 0 0

4月16日 1 2 122 0 0

4月17日 1 2 110 0 0

合計 92 273 28,704 322 6

表２　当技師会が派遣したスクリーニング要員とスクリーニング数
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住民の放射線サーベイ
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遺体検案前サーベイ
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福島第一原発 5/6 号救急医療室派遣事業 

はじめに 

Ｊビレッジメディカルセンター 

福島第一原発 5/6 号救急医療室 
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5/6ERへの診療放射線技師派遣事業 

5/6ERにおける診療放射線技師の役割 

!

!
!

!
!
!

今後の活動 
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「東日本大震災と本会の取り組み」
司会　北村 善明　社団法人日本放射線技師会 理事

「日本放射線技師会の取り組み」
中澤 靖夫　社団法人日本放射線技師会 会長

「福島県放射線技師会の取り組み」
鈴木 憲二　社団法人福島県放射線技師会 会長

（遊佐 烈　社団法人福島県放射線技師会 副会長）

「放射線サーベイへの取り組み」
土佐 鉄雄　秋田県成人病医療センター

「検案前遺体サーベイへの取り組み」
嶋田 峻二　南相馬市総合病院

「広報，マスメディアへの対応」
諸澄 邦彦　埼玉県立がんセンター

第27回診療放射線技師
総合学術大会より

── 特集 ──
Special Issue

特別企画1

基調講演1

基調講演2

シンポジスト
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「東日本大震災と本会の取り組み」
司会　北村 善明

社団法人日本放射線技師会 理事

○司会（北村）　本学術大会では，急きょ特別企画として，3月11

日に発生した東日本大震災，さらに東京電力福島第一原発の事故，
これに対する本会の取り組みを企画しました．
　本シンポジウムを始めるに当たり，被災された国民，家族および
会員の皆さま，ご家族の方々に心からお見舞いを申し上げますとと
もに，お亡くなりになった方々に心からお悔やみ申し上げます．ま
た今回の基調講演の一つ「福島県放射線技師会の取り組み」の演者
であり，本会の理事でもある，福島県放射線技師会会長の鈴木憲二
さまが7月16日に急逝されました．鈴木さまは，第一原発の事故
以来，放射線サーベイを中心に震災から4カ月間，現地の被災対策
本部長として昼夜を問わず献身的に務めてまいりました．謹んで哀
悼の意を表するとともに，ご冥福をお祈り致します．
　皆さま，震災でお亡くなりになりました方々，そして鈴木さまの
ために黙とうをささげたいと思います．ご起立をお願い致します．
　黙とう．

〔出席者，黙とう〕

○司会（北村）　ありがとうございました．
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「日本放射線技師会の取り組み」
中澤 靖夫

社団法人日本放射線技師会 会長

　皆さま方ご存じのように，3月11日，14時46分ご
ろ大震災が発生しています．翌日の15時36分ごろ，
福島第一原発が爆発したということで連絡があり，本
会にもいろいろな問い合わせが来ました．そこで3月
12日，本会の中に地震災害対策本部を設置していま
す．この間，主に取り組んできた項目が，47都道府
県との連携，福島県へのサーベイヤーの派遣，マスメ
ディアへの広報役員の派遣，国民の皆さまに対する本
会の考え方をホームページで公表を行い，またこの活
動を通して行政への要望も行っています．その辺りを
報告させていただきます（スライド1）．

基調講演1

　地震災害対策本部ですが，3月12日に第1回を開催
しました．この日は，3時45分ごろ，テレビ東京か
ら放射線の専門家を派遣してほしいと連絡がありまし
たので，本会の医療被ばく安全管理委員長の諸澄さん
と，本会の広報担当役員に臨時に就任していただいた
渡辺浩さんを派遣しています．その日は，テレビ東京
に19時から24時ごろまで諸澄さんが出演し，コメン
テーターとして国民が安心できるような形で放射線の
説明を行っています．
　翌日の朝方10時ごろ，内閣府原子力安全委員会あ

るいは厚生労働省の医政局指導課から「福島原発が爆
発したので日本放射線技師会から放射線のサーベイ
ヤーを派遣していただきたい．そしてGMサーベイ管

の貸し出しできる台数を教えていただきたい」という
連絡がありましたので，急きょ拡大地震災害対策本部
とさせていただいて，隣県の神奈川県放射線技師会，
埼玉県放射線技師会，東京都放射線技師会，千葉県放
射線技師会に声を掛けて来ていただいたわけです．こ
の中で，お互いが知っている病院・施設に電話をす
る，GM台数を確認することをやっています．

　13日に2回目の災害対策本部を開催し，14日から

派遣できる人数，15日は何名出せるのかとか16日に
何名出せるのかを，近県の技師会が持っているネット
ワークで，電話作戦であっちこっちに電話して，人を
集める，GM管を集めるという作業を行っています．

　地震災害対策本部の役割ですが，現地災害対策本部
長として福島県会長の鈴木憲二さんになっていただ
き，本部との連絡調整をお願いしています．派遣者リ
スト，交通手段，派遣者の健康チェックなどを行って
います．本部は，北村理事が事務長となり，毎日現地
対策本部と連絡を取りながら対応を行いました．
　また派遣するサーベイヤーの決定には，家族への連
絡の方法も含めて連絡を取ったということと，あくま
でもボランティアでしたが，所属施設に委嘱状も発送
するということも行っています．
　また派遣したサーベイヤーの方から毎日活動報告が
来ましたので，それに基づいて47都道府県にもリア
ルタイムで報告しました．
　またGM管あるいはポケット線量計が足りないと

いうことで，いろいろなところから借りましたが，長
期間借りられませんので，交代して借りながら現地に
測定器も送り込んだという活動も行いました．
　また東北各県会員の被害状況調査を行うため本会か
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ら調査シートを送って，東北の各県から報告をもらう
活動も行いました．
　またこの活動は行政との連携もありますので，定期
的に厚生労働省あるいは文部科学省に報告を行ってい
ます．
　また全国から放射線の被ばく相談もありましたので，
本会の木村専門官に被ばくの相談員の責任者になって
いただいて，相談に乗るということもやっています．
　そして国民，マスメディアへの対応は，本会では諸
澄被ばく安全管理委員長ならびに渡辺浩広報担当役員
に対応していただきました．
　3月22日に，東京都庁から本会宛てに要請が来て
います．この日に東京都の篠原会長と一緒に都庁に行
き，どういう協力ができるのか話し合いを行っていま
す．東京都の篠原会長に，急きょ3月24日から避難
されてこられる皆さま方のサーベイを，東京ビッグサ
イトならびに味の素スタジアムで3月24日から5月
17日まで行っていただいています．
　3月16日，厚生労働省から本会に来た依頼です． 
「各都道府県または保健所設置市からの要請に応じて，
貴団体からの技師の派遣，サーベイメーターの貸し出
しなど，保健所などへの協力をお願いします」という
ことです．これも47都道府県に配信しまして，ご協
力をお願いしています．
　また7月28日付の本会へのお願い文書ですが，実
は福島原発では約3,000人の従業員が働いているとい
うことで，そこの診療所に放射線管理の専門家を派遣
していただきたいという要請です．既に本会から派遣
していますが，北村事務長にマネジメントしていただ
いて，10月からは全て本会がやるという形で，これ
も全国の会員にお願いしているところです．
　このようなお願いに，快く引き受けていただいた全
国の会員の皆さんのボランティアシップに，本当に感
謝したいと思っています．
　実際に，福島原発が爆発した直後から，放射線のサ
ーベイヤーを派遣しなくてはならないのではないか
と，対策本部でいろいろなところに電話をかけ，メー
ルなどでお願いし，第1陣を3月16日に派遣している
わけですが，それまでの原発の動きですが，大変危機
的な状況で実は報道されていたというのが事実です． 

3月12日に1号機が水素爆発をして，14日には3号
機，15日には2号機，同じ15日には4号機が爆発す
るということで，テレビ報道を見ていますと大変危機
的な状況の映像が絶えず流れていました．今，振り返
ってみますと落ちついて見ることができますが，その
ころは映像を見ただけでも非常に不安を感じました．
われわれ派遣する側も，こんな非常に危険なところに
技師さんを本当に派遣していいのだろうかという危機
感がありました．
　福島原発事故後の政府の動きですが，3月11日に
半径2kmの住民に避難指示，3月12日には10km避
難指示，3月15日には30kmの屋内避難指示などを
出しています．
　東京の方で仕事をしている立場で見てみますと，私
が勤務しています昭和大学は，福島第一原子力発電所
から約225km離れています．放射線障害防止法に基
づく全ての事業所はβ線ガスモニターで24時間365

日測定しているわけですが，スタッフの報告を見てみ
ますと大変驚くようなデータが出ています．例えば 

3月15日のβ線ガスモニターの報告ですが，風の流
れ，時間の経過もあるでしょうが，普段はバックグラ
ウンドでしたが，2号機，4号機が爆発したころには
少し上がってきて，時間とともに1桁違う値を示して
います．
　また派遣する当日も，ガスモニターの数値が大変上
がっていますので，こんな中で第1次隊を派遣してい
いのだろうかと大変悩みましたが，全国から集まって
いただいたボランティアの皆さん方の勇気に励まされ
て，逆に，では行ってもらおうかということでお願い
したという経緯があります．
　3月16日には全国から集まったボランティアの
方々の結団式をやったわけですが，NHKが取材に入
り，報道されています．
　第1次隊は，バスをチャーターして福島県に行って
いただいた．この勇気あるボランティアの皆さん方に
本当に感謝したいと思っています（スライド2）．
　3月16日から4月17日まで11クルーを編成し，放
射線サーベイヤーとしてボランティアで全国から55

名の方が集まっていただいて派遣したわけです．
　福島県下ではスクリーニング済み証を発行して，こ
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れがないと診療所に行けない，あるいはこれがないと
避難所に入れないということがあったということで
す．ただし，私ども日本放射線技師会は厚労省に，土
佐隊長が戻ってきた次の週には報告に行ったわけです
が，厚労省としてはこの済み証を発行しないでほしい
という依頼がありましたが，福島県では発行するとい
うことで，厚労省と福島県の行政の間での考え方の違
いというものがありました．
　11クルーの方々が測定したデータ数ですが，3月
16日から4月16日まで1万5,600人をサーベイして
いただき，1万3,000から10万cpm以下の方が82

名，10万cpm以上の方が2名おられたということで
す．主に郡山総合体育館あるいは田村市，デンソーと
かを重点的にやっていただいた．ただ，第1次隊は，
浜松町の本部を出たのが朝9時ちょっと過ぎですが，
夜9時ごろから既にサーベイを開始しているというこ
とで，第1次陣は大変忙しいサーベイ活動ではなかっ
たかと思っています．詳しいことは，土佐隊長が後で
報告してくれると思っています（スライド3）．
　次に，厚労省を仲介にして検案前の遺体サーベイ
をお願いしたいということがありました．これは4月
11日から8月10日まで派遣し，総勢366遺体のサー
ベイを行っています．
　最初のころは，南相馬で6遺体，相馬で16遺体な
ど数が非常に多かったわけですが，だんだん遺体数が
減ってきているという傾向でした．
　ただ，遺体のサーベイは精神的にも大変参るという
ことが分かりましたので，本会としては，日本臨床心

スライド2

スライド3
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理士会と連携して遺体サーベイに行かれる方々の心の
ケアも含め資料を入手し，行かれる方々にはその資料
を送って，それを読んでいただいてから派遣するとい
う形に変更して活動を行っておりました．
マスメディアへの広報役員の派遣ですが，非常に

多かったと思っています．3月12日，地震の次の日
からテレビ東京への出演がありましたし，3月14日
はフジテレビ，3月17日には福島放送，FM J-WAVE

など，テレビ朝日あるいはBSフジなどに出ていただ
いて，実は4月16日以降も諸澄被ばく安全管理委員
長はいろいろなところに出ていただいています．
　「国民の皆さまへ」という本会の考え方ですが，地
震災害対策本部を開催して，メディアの報道を見てい
ますと国民がだいぶ不安を持っていると．どう対応し
ていいのか分からない状況下にあるということで，本
会としては，ホームページに「国民の皆さまへ」とい
うことでいろいろな情報をお知らせしようということ
で行っています．
　3月14日にホームページに掲示した内容ですが，
例えば飛散した放射性物質からの被ばくを避けるため
の方策ということで，湿ったマスクを着ける，皮膚の
露出をできるだけ少なくする，早期に洗い流すという
ことをホームページ上で公表し，国民へのメッセージ
を送ったところであります．
　また3月15日には，放射性物質飛散による周辺住
民への影響や対応策，雨などへの対応ということで，
外気を室内に取り入れないとか，雨で皮膚がぬれない
ようにするということをホームページ上で公表してい
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ます．
　さらに放射性物質飛散による周辺住民への影響や対
応策ということで，うがい薬などを飲む行為は行わな
いでくださいということをお願いしたものです．この
ような形で，国民に向けてのメッセージも本会として
は取り組んでいます．
　次に，本会の緊急被ばくに対する考え方ですが，本
会には，放射線管理士という認定技師制度があり，こ
の方々を全国的に養成している背景があります．放射
線管理士の役割として四つの大きな項目がありまし
て，一つは国民に対する放射線安全利用の知識普及啓
発に関すること，放射線の障害防止および管理技術の
指導普及，医療被ばく低減に向けた調査研究，四番目
として今回の福島原発のような環境状況における緊急
被ばく時の対応，体制整備に関する指導の専門家の育
成ということであり，実際に指導科目の中に原子力発
電所の施設の内容とか空気の流れも勉強しているわけ
であります．このようなわけで，本会は放射線管理士
を養成していますので，このような原子力事故に関し
ては，安全の担保ができる範囲で放射線管理士あるい
は診療放射線技師さんを派遣したいと思っています．
　行政への要望ですが，第1陣には約5,000名の方々
の放射線サーベイを行っていただきましたので，すぐ
厚労省に行きまして，そしてその測定した中身の他
に，実際現地でどんな問題が発生しているかというこ
とをリサーチしましたので，その辺のところをお願い
したわけです．現地対策本部では，本会から派遣され
る診療放射線技師だけではなく，文部科学省あるいは
経済産業省が派遣する方々もいまして，いろんな人員
が大勢いる場合のときもあるし，足りないときもある
ということで，効率的な体制整備といいますか，サー
ベイヤーの整備がなされていないところがありました
ので，本会としましては，文部科学省へのお願い，厚労
省へのお願いをしまして，本会がマネジメントをする
のでぜひ任せていただきたいということと，効率的な
運営をしたいということをお願いしてきたわけです．
　また厚生労働省へは，地域住民の被ばくへの対応と
いうことで10年，20年，30年の健康調査が必要だ
ということで厚労省にお願いするとともに，日本医師
会が中心となっております被災者健康支援連絡協議
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会，そこには総務省，内閣府，厚労省，文科省および
医療関連26団体が参加しています．そこでも本会の
お願い文書を提出して，そちらの方も採用していただ
いて，新たに厚生労働省などにお願い文書が行ってい
るということです．
　また放射線被ばくによる風評被害がございました．
地震の被害，津波の被害，放射線の被害，さらに風評
被害と，このような四重苦がないように取り組んでい
ただきたいということのお願いをしました．あとは，
放射線関連法令の整備，緊急時の対応マニュアルづく
り，省庁横断する規制づくりなどをお願いしてありま
す（スライド4）．
　福島県知事からは，一段落した段階で本会に対して
ありがとうございましたというお礼のお手紙を頂いて
います．
　いずれにしても，全国から本会の呼び掛けに応えて
いただきましたボランティアの皆さま方に，心から感
謝を申し上げたいと思っています．
　先ほど，司会の北村理事からも報告がありましたが，
残念ながら福島県放射線技師会の鈴木会長が7月16

日にお亡くなりになっておられます．本会のために，
全国の放射線技師会のために，そして国民のために，
福島県民のために全身全霊で働いていただきましたこ
とに，本当に感謝したいと思っております．
　ご清聴，ありがとうございました．

─ 134 ─



「福島県放射線技師会の取り組み」
鈴木 憲二　社団法人福島県放射線技師会 会長

（遊佐 烈　社団法人福島県放射線技師会 副会長）

　福島県放射線技師会会長鈴木憲二氏は，本年7月
16日の朝，62歳で他界されました．本来でしたらこ
の講演も鈴木会長が行うことになっていましたが，副
会長の私が代わりに述べさせていただきます．
　なお名前は鈴木会長の名前を使わせていただき
ます．
　3月11日金曜日，14時46分にマグニチュード9.0

の地震が発生し，東北地方では岩手，宮城，福島で，
津波による被害も相まって，行方不明者も含めると
2万人を超える大災害となってしまいました．
　この日の夜に，福島医大病院の救命救急センターの
情報としましては，軽傷者42名，中程度2名，重傷
者26名，死者1名が報告されています．福島の広範
囲で断水となり，さらに地域によっては福島市内でも
停電となり病院機能が低下し診療ができない，そんな
施設も出てしまいました．
　ここで原発の状況を確認しますと，11日の21時に
は，1号機の半径3kmの住民には避難指示，3kmか

ら10kmまでは屋内待機の指示が出ていました．翌
日の12日，15時36分に1号機で水素爆発，14日に
は3号機で水素爆発，15日に2号機で爆発音が確認さ
れています．
　医大病院は幸運にも停電となりませんでしたので，

基調講演2

テレビ，それからインターネットから情報の入手がで
きました．その被害の大きさにがくぜんとしました．
　福島県には原子力発電所が存在するために，毎年原
子力防災訓練が行われ，福島県技師会からも8人，ま
たは9人の会員が参加していました．訓練は，電話や
ファクスによる情報伝達ですが，今回のように電話回
線が使用できませんと県の災対本部に情報が集まら
ず，入ってきても断片的で不十分な情報しか入手でき
ないため混乱が生じ，毎年行っていました原子力災害
訓練が全く役に立たない状態でした．予備の情報伝達
方法の確立，または絶対的な情報伝達方法の確立が早
急であると思います．
　平成11年のJCOの事故後，福島県では福島県緊急
被ばく医療活動マニュアルの見直しが行われ，専門家
の指導を受けながら医療体制を初期，二次，三次に分
類し，災害時に限らず原子力発電所内で起きた労災事
故を含めたものとなっています．全ては，福島県原子
力災害対策センター，通称オフサイトセンターといい
ますが，そこからの指示によって行われます．このオ
フサイトセンターは浜通りの大熊町に設置されました
が，情報収集ができないこと，水の確保も困難なこと，
電力の確保も困難なことということで，遠く離れた福
島市の西庁舎の方に移動されています．
　先ほど述べましたように，手順書の中に「ファクス
や電話による情報連絡」となっていますので，これが
使用できない場合の別な方法が示されていませんでし
たので，非常に混乱が大きかったように思います．
　今回の災害では，今まで安全といわれ続けていた原
発が，地震と津波で冷却機能に致命的な損害を被って
しまい原発事故になりました．初期被ばく医療機関は
浜通りに集中しているためにほとんど機能していない
状態で，徐々にそういうことが分かってきますと，二
次被ばく医療機関に傷病者や避難者が集中することが
懸念されました．
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　福島県は大きく四つに分けられます．相双・浜通り，
県北地区，県南地区，そして会津地区になります．津
波によりこの相双・浜通り地区が広範囲に損害を被り，
初期被ばく医療機関の多くが甚大な被害となってしま
いました．距離ではなく，地形や風向きによりその汚
染状況が変わるため，同一円で汚染を表すことができ
ません．飯館，川俣に高線量地域があるのは，放射性
プルームがたまたまそのときに雨や雪により地上に落
ちたためで，距離によらないということは，郡山市，
二本松市，福島市，伊達市にホットスポットとして出
ています．
　8月に入っても，復旧が進まないところが非常に多
くあります．相双地区の松川浦に行く途中の田んぼや
畑に，漁船がごろごろしているのが目に入りました．
今まで何度か訪れ，見ていた場所でしたが，まるっき
り別な場所になってしまい，人をほとんど見掛けるこ
とができず，自分の知らない場所に変わっていました．
　これは福島県立医大病院の玄関ロビーです．浜通り
の多くの医療機関が壊滅的な被害を受け，避難者や傷
病者が多数押し掛けることが予想され，医大病院の
入院キャパシティーをオーバーすることが懸念され，
急きょ退院可能な患者さんを退院させ，玄関ホール，
廊下，看護学部棟の講義室に臨時のベットを設置し，
70床分を確保して対応してきました．
　震災が金曜日であったため，通常であれば翌日から
休日体制となりますが，多くの医療施設が通常の患者
さんをキャンセルし，緊急患者にのみ対応するところ
が増えました．さらに問題は，ガソリンの不足による
通勤困難です．給油可能なところは早朝から長蛇の列

「福島県放射線技師会の取り組み」

ができ，相乗り通勤も行われましたが，病院から遠い職
員は自宅待機となったり，技師会の要請によってスク
リーニングの要員として避難所に派遣されています．

　このグラフは，3月11日の震災時からNaIシンチ

レーションサーベイメーターで測定した空間線量率の
変化を表したものです．風向きにより，福島医大病院
の周辺には，16日の雨，17日の雪によってプルームが
地上に落ち，13μSv/hを超える線量となっています．
　外気ダクトにより院内に外気を取り入れていたた
め，エアーサプライによる測定を行っています．これ
は，ヨウ素131の放射線線量を測定することにより，
小児甲状腺への蓄積を監視するためのものでした．そ
のときに検知された各種は次の4種類です．一つはヨ
ウ素131，もう一つはヨウ素132，テルル132，そし
てセシウム137が検出されています．検出限界以下が
続いた3月31日で測定は終了と致しました．
　3月13日に鈴木会長が福島医大病院に来られ，文
部科学省から緊急被ばくスクリーニングの要請が届い
ていることを確認され，原子力安全委員会緊急事態対
応対策調査委員の松尾さんに，福島県から技師会に対
して診療放射線技師の派遣をするように口利きをお願
いして，その後，福島県の対策本部に直接行かれて，
福島県の担当者より口頭での診療放射線技師派遣の話
を受け，スクリーニングが始まりました．
　そのときの名簿ですが，常に鈴木会長の名前があり
ます．率先してスクリーニング活動をされているのが
分かります．
　県庁オフサイトセンターで緊急被ばく医療調整本部
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会議が行われていましたが，そこに鈴木会長も出席さ
れておられました．
　スクリーニング体制に関しては，福島県保健福祉部
地域医療課から具体的な対応についての文書が出さ
れ，それに基づいてスクリーニングが行われることに
なります．その中で，特に避難された住民の方々の不
安をいかに取り除いてあげられるかが非常に大切なこ
ととなります．われわれ診療放射線技師が，住民の方々
からの質問に対して，それぞれが専門的な知識の下に
分かりやすく答えていくのもわれわれの仕事であると
いうことを，若い技師たちにアドバイスされておられ
ました．
　これは3月22日の鈴木会長の報告メールでありま
すが，厚生局通達として「スクリーニング済み証の発
行は好ましくない」との通達が見られます．しかし，
このスクリーニング済み証が避難された人々にとって
は非常に重要なものでした．
　3月28日のサンケイニュースの抜粋になりますが，
避難所に入るにはサーベイをしてもらったという証明
書がないと入れない，そういうような事態です．厚労
省は，証明書の発行をしないように指導しましたが，
県としては，現実に受け入れを拒む施設があるという
ことを事実として発行することとしました．東京のホ
テルに泊まるのに，証明書がないと福島県人は宿泊で
きないところもあり，放射線が伝染するわけでもない
のに，このような差別や他県へ避難した子供がいじめ
を受けるなどのことが，公に耳に入る毎日でした．
　このスクリーニング済み証は，会場で自由に持って
いっていい状態だったと聞いています．しかし，鈴木
会長は，サーベイ後に自ら名前を記入し，手渡してい
たようです．
　福島県放射線技師会がスクリーニングを行った常
設会場と避難所は，合計で35カ所に上ります．3月
13日から6月9日まで福島県放射線技師会が行った
住民のスクリーニングでは，297名の会員が参加し，
2万9,286人のスクリーニングを実施しました．1万
3,000から10万cpmの方が322名，10万cpm以上
の方が6名おられました．10万cpm以上の方の中に
は第一原発の東京電力の作業員の方もおられ，1人の
方は頭髪と下半身から計測されましたが，除染するこ

とで頭髪が約2万cpm，下半身が1万cpmと除染効
果があり，水が通常に使用できる状態であればシャン
プーなどで洗い流して，さらに洋服に関しては洗濯す
ることでかなりの除染効果が得られることを申し添え
ています．
　福島県における検案前遺体線量測定の結果です．派
遣期間は4月11日から7月4日までで，福島県放射線
技師会からは23名，日本放射線技師会から29名，検
案遺体数は366体に上ります．原子炉の安定を待って
20km圏内の遺体捜索が始まり，時間の経過とともに，
ご遺体の損傷も激しくて，ストレスのかかる作業とな
りました．

　これは郡山市の避難所でのスクリーニングの様子で
す．鈴木会長は，同じ福島県内ですらスクリーニング
済み証がないと医療機関での診療を断られたり，避難
所へ入所することができないとか，福島県内からの荷
物は途中から他県ナンバーのトラックに積み替えない
と，受け取ってもらえないなどの問題に心を痛め，一
方一般の方々にも，放射線に対する正しい知識を持っ
てもらうべく奔走されていました．まだ原発が終息し
ているわけでもなく，これから長い時間をかけてこれ
からのことに立ち向かおうとする矢先に，鈴木会長が
亡くなられたことは非常に残念です．
　各地からいろんな応援の物資を頂きました．さらに
子供の被ばく線量測定のため，地域でガラスバッジを
配布したとテレビで報告を受けました．これに対する
問題が出ています．それは，各自治体が配ったガラス
バッジの取り扱いに関して，線量の分析をどこで，誰
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「福島県放射線技師会の取り組み」

が行うのか，どこで管理するのかなど，詳しい説明が
全くなされないまま配られたようで，県は全く把握し
ていません．各自治体任せなのでしょうが，福島県の
児童が他の県で核医学検査に訪れた際に，ガラスバッ
ジを所持しているということに気が付いて「福島では
どのような対策を取っているのですか」という問い合
わせがありました．
　環境放射線による被ばく調査のためにガラスバッジ
を携帯している場合は，病院での撮影・核医学検査の
前に外していただくように注意を喚起する文書を，検
査室前などに掲載するなどの事にも気を付けていかな
ければなりません．さらにこういう事態が長い間続く
ことが予想されます．

　最後に，診療放射線技師の社会貢献はどうあるべき
かを考えてみます．われわれの本業である医療被ばく
の適正化への細心の注意と，現在の環境下における被
ばく線量と低減への助言，それからCTや放射線検査
の有益性とリスクの意味の説明，無意味な被ばくとの
違いについて説明する，さらには住民に対する心のケ
アへの積極的な参加，今後行われる大きな仕事として
除染作業への協力が挙げられます．作業者の被ばく防
止，さらに汚染防止，そして線量測定による除染作業
の評価を行い，住民の方々が生活するための安心をわ
れわれが提供していかなければならないと思います．
　以上です．
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「放射線サーベイへの取り組み」
土佐 鉄雄

秋田県成人病医療センター

　今回，福島原発の事故発生に伴い，日本放射線技師
会より住民の被ばく測定の要請があり，第1陣隊とし
て活動してまいりましたので「放射線サーベイへの取
り組み」ということで，報告をさせていただきます．
　まず，活動の概要です．3月11日14時46分に東
日本大震災が発生し，12日3時36分に福島第一原発
1号機が水素爆発を起こしました．この水素爆発によ
って住民が被ばくされた可能性があるとのことで，福
島県ならびに内閣府の原子力安全委員会から日本放射
線技師会に要請があり，その後，中澤会長より各都道
府県技師会へサーベイヤー要請の発令がされました．
　私が中澤会長からのサーベイヤー要請のメールを確
認したのが13日の8時15分で，同メールが各都道府
県技師会にも発信されていました．早速，施設長へ派
遣の許可願を提出しましたが，安全が確保されない
とのことで施設長から許可が出ませんでした．14日
には3号機も爆発するなど事態は刻々と深刻化してお
り，再度派遣の許可をお願いし，ようやく施設長から
許可が出ました．しかし，最終便には間に合わなかっ
たため，翌日の一便で出発することとしました．
　今回の活動には全国から派遣要請に応えた12名が
参加し，3月16日に日本放射線技師会事務所に結集

シンポジスト

して8時30分に結団式を行いました．

　結団式の終了後，中澤会長はじめ多くの関係者に見
送られ福島へ出発し，福島県庁に15時に到着しまし
た．福島県放射線技師会の鈴木会長と，日本放射線
技師会の片倉常務理事に出迎えていただき，福島県庁
の方と直ちに打ち合わせを行いました．郡山市総合体
育館では深夜まで測定を行っているとのことでした
ので，打ち合わせ後，直ちに郡山市総合体育館で18

時より22時まで測定を行いました．翌日の17日から
20日まで郡山市と田村市で測定を行い，21日には全
てのミッションを終えて福島から帰京し，21日の12

時30分に日本放射線技師会の事務所に帰還して，報
告会を行いました．
　今回の活動内容ですが，福島原発事故に伴うサーベ
イ測定要請に全国からいち早く集結したクルーは，遠
くは香川1名，北海道1名，秋田2名，東京近郊から
の8名と，計12名のクルーでした．16日の日本経済新
聞では「被害地に医療支援次々と」との見出しで，日
本医師会と放射線技師会が福島に専門家を派遣，との
報道があり，報道機関もいち早く取り上げていました．

図1　東京浜松町世界貿易センタービル前
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緊急車両として登録したバスで東北自動車道を福島に
向かったわけですが，一般車両は入れないため，ほと
んど車が走っていない状況でした．給油のため二本松
のサービスエリアに寄ったところ，多くの緊急車両が
給油待ちで並んでいました．またサービスエリアでは
多くの緊急車両（消防車，救急車，自衛隊）が休息を
取っていました．さらにわれわれが驚いたのは，長崎
県の五島列島からの消防車や救急車といった緊急車両
も多く，この吹雪の中，まさに国の大惨事が起きてい
るということをあらためて実感しました．
　災害対策本部がある福島県庁に到着してみると，県
庁の建物も被害を受けている部分が多くライフライン
も寸断されており，対策本部関係者，自衛隊，報道関
係者でごった返していました．早速，鈴木会長，片倉
常務理事，福島県の方とミーティングを行いました．
本日は郡山市総合体育館と田村市方面で測定を行って
ほしいとの指示を頂き，2班に分かれて行くこととし
ました．また放射線緊急モニタリング対応マニュアル
も渡され，対応マニュアルに基づいて測定を行うこと
を確認しました．対応マニュアルでは「自然計数（バ
ックグラウンド）」「機器が正常にカウントしているこ
とを確認する」．それから1万3,000以下は「汚染なし．
そのままお帰りいただく」．1万3,000以上10万以下
は「微量汚染．以下の対応を伝える」ということで
「自宅などでのシャワーならびに洗髪を勧める．シャ
ワーができなければ，ぬれタオルなどでの軽い清拭を
勧める．シャワーならびに洗濯後の排水はそのまま下
水に流してよい」．さらに10万を超えた場合には「軽
度汚染．以下の対応を伝える」ということで「自宅な
どでシャワーならびに洗髪を行うよう指導する．着替
えることができれば着替え，着ていた衣服の洗濯を指
導する．洗濯後の衣服は使用しても可と指導する．排
水はそのまま水に流してよい」と決められており，こ
のマニュアルに沿って測定を行いました．しかし，数
値の高い方に対してマニュアルに基づいて対応したと
ころ「私たちは，着の身着のままで来たのでこれしか
ない」と言われ，さらに洗髪を勧めたところ，避難所
で洗髪するところがないとの答えでした．対応に困っ
てしまい，できるだけ早い時期に衣服の洗濯ならびに
洗髪をしてください，と伝えることとしました．

「放射線サーベイへの取り組み」

　われわれが測定を行った避難所のデンソー東日本
株式会社には約1,000人，福島のビッグパレットには
約2,000人，田村市の常葉体育館，田村市の大越体育
館，田村市の総合体育館にも多くの方が避難されてい
ました．
　3月16日にわれわれが郡山市の総合体育館に行っ
たときには，既に郡山市の消防隊が準備し，福島県の
放射線技師会の方や保健所の方が測定を行っていまし
た．周囲は厳重なタイベックで測定を行っていました
が，われわれは軽装でしたので一瞬戸惑いましたが，
消防隊の方は郡山市の災害対策マニュアルに沿ったタ
イベックでしたので，われわれは白衣にマスクと帽子
といった軽装で測定を行いました．測定を開始し，少
し高い数値が出た場合は衣服を脱いでいただき，脱い
だ衣服を袋に詰めて持ち帰り，洗濯していただくよう
指導しました．消防隊員の方は大勢おられましたが，
測定者を整理する担当者がいなかったので，混乱を防
ぐため隊員の中から調整係を配置し，空いたところに
測定者を誘導してもらうことで，非常にスムーズに測
定を行うことができました．

　またペットを同伴される方もおり対応に苦慮しまし
たが，家族同様の存在だというお話でしたので，一緒
に測定を行うことにしました．さらには，急患搬送の
救急車も訪れ，患者さんを測定してほしいとの要請が
ありました．安全の証明書がないと病院で受け入れて
もらえなとのことでした．しかし，救急車の中は患者

図2　郡山市総合体育館
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さんの搬送のためドアを何度も開け閉めしており，屋
外と同様の数値であるため測定の意味がないと説明を
したのですが，それでも測ってもらいたい，というこ
とで何台か訪れてきました．数値の高い方の除染につ
いては，消防隊が簡易除染シャワー室を屋外に設置し
ており，除染ができるよう準備されていました．
　郡山市総合体育館の屋外での測定も行いましたが，
15μSv/h以上と数値が高いことから，疑問に思いま
したが，毎日測定しても高い数値は変わらず，郡山市
は線量が高くなっていることを実感しました．
　田村市の避難所では，市の職員の方に受付や誘導の
協力をしていただいたため，混乱もなく非常にスムー
ズに測定を終えることができました．しかし，どこの
避難所でも測定者が多く，朝の9時ころから夜の6時
まで休むことなく測定を行う必要があり，昼食も交代
で取らなければならない状況でした．車いすの方や寝
たきりで動けない方には，こちらから出向いて測定を
行いました．さらには地表面の数値が非常に高いため，
外から持ち込まれた車いすや私物についても，要望が
あれば測定を行いました．

　また測定会場には国内外のジャーナリストも多く訪
れ，日刊スポーツ，フランス，ロシアのジャーナリス
トからインタビューを受けました．できる限り正確な
情報を伝えるようにお話したのですが，うまく伝わっ
ているかどうかは疑問なところもあります．
　われわれ第1次派遣隊は3月16日から福島県入り
し，測定場所が郡山市と田村市の体育館や避難所に分
散されていたことから毎日ミーティングを行い，当日
の状況報告と明日の隊員の配置，測定器の持参数，食
糧の確保などについて計画を立て準備が整った時点で
食事，就寝という厳しい日程での任務となりました．
第1次派遣隊の5日間のサーベイの延べ人数は5,021

人で1日に800人以上測定することもあり，スクワッ
トを朝から晩までやっているような状況であったた
め，隊員の中には筋肉痛になる者もおりました．
　現地では風評被害も多々起きており，スクリーニン
グの証明書がないと避難所，ホテル，旅館，公共施設，
病院でも受け入れてもらえない，とのことでした．
　福島原発事故による避難地域は原発からの距離に基

図3　デンソー東日本株式会社

づき，10km圏内，20km圏内で避難指示が出されて
いました．3月12日に1号機が爆発，14日に3号機
が爆発，15日に2号機が爆発し，その後の環境放射
線測定の結果で放射線量が一気に高くなり，空中に
飛散したプルームが15日あたりから雨や雪で地面に
堆積したということが分かっています．そして15日，
16日，17日あたりに生活圏の汚染が起きたのだろう
と推定されています．東北自動車道でも福島IC，郡
山ICでも15日，16日，17日の数値が高く，この地
域でもこの時期にほとんどの放射性物質が飛散したと
推定されています．
　また事故当初，放射性物質は気象状況に影響し，ほ
とんどが風の影響を受けたものと推定されていまし
た．その後の調査で，放射性物質の飛散は気象状況に
加え地形の影響もあった事が判明してきております．
福島原発の近くには阿武隈高地があり，中央には奥羽
山脈があります．こういった地形と風向きによる放射
線の飛散状況から，浪江町，福島市，郡山市の線量が
高かった理由が徐々に分かってきています．
　今回の活動のまとめとして，日本の原子力発電の安
全・安心の安全神話が崩れたということがあります．
また危機管理の甘さも露呈したと思います．過去の阪
神・淡路の地震によって生じた大混乱を覚えていらっ
しゃる方も多いかと思いますが，ここでも同じ現象が
起きていました．われわれは郡山市総合体育館でも測
定を行いましたが，郡山市の体育館の中にはたくさん
の支援物資がありました．われわれは20日まで郡山
市総合体育館にいたのですが，その間，郡山市の体育
館にある物資は一度も動いておらず，支援物資が避難
者のところには届いていないということを目の当たり
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にしました．このように，阪神・淡路大震災の教訓が
ほとんど生かされていない，日本の緊急対応体制の脆
弱（ぜいじゃく）性が浮き彫りになったのではないか
と思います．また不確実な情報に翻弄（ほんろう）さ
れ，避難先，宿泊施設，病院などでの受け入れ拒否が
あり風評被害が発生していると，測定に来られた方が
話しておりました．
　今回の原子力災害によるサーベイの測定を行ってい
たのは，ほとんどが診療放射線技師であり，診療放射
線技師の被ばく測定の活動が社会的にも大きくクロー
ズアップされたものと思われます．今回の原発事故の
教訓から，形式的な対策マニュアルや活動指針では災
害時に機能しないこと，実働的な対策マニュアルや教
育訓練，活動指針が必要であると痛感しました．また
放射線の安全性については専門家の間でも意見が分か
れている部分も多く，放射線の有効利用に対し，ベネ
フィットとリスクをもう一度整理する必要があると思
います．しかし，何といってもこのような原発事故は
二度と起こしてはいけないと思います．
　最後に，今回のミッションをいち早く決断していた

だいた中澤会長，そして隊員の活動をバックアップし
ていただいた日本放射線技師会の対策本部の皆さまの
おかげで5日間の任務を遂行することができ，深く感
謝申し上げます．そして何が待ち受けているか分から
ない状況において，全国からいち早く志願した素晴ら
しい11名のクルーと共にミッションを終えることが
できたこと，心から感謝致します．浜松町にある日本
放射線技師会の事務所で解団式を終えて帰るとき，万
が一，また有事が起きた時はこのメンバーで行こうと
誓い合い，11名のクルーとお別れし，おのおのの勤
務地へ帰って行きました．
　福島県放射線技師会会長故鈴木憲二さまは，福島県
の災害対策本部で活動されており，われわれ第1陣隊
も故鈴木会長のサポートなしには今回のミッションを
終えることができなかったと思っております．7月16

日の突然の訃報が残念でなりません．心からご冥福を
お祈り申し上げます．

　ご清聴，ありがとうございました．
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「検案前遺体サーベイへの取り組み」
嶋田 峻二
南相馬市総合病院

　初めに，福島県では，今回の大震災で行方不明とな
られている方々の捜索活動は震災当日より行われてい
ましたが，東京電力福島第一原子力発電所の事故によ
り30km圏内は放射線の影響が未知数とのことから，
4月に入り捜索活動と遺体検案がようやく開始される
こととなりました．
　そこで福島県警察本部は，遺体の放射性物質による
汚染確認と検案医師の安全確保のため，放射線量の推
計を管理目的に社団法人日本放射線技師会へ放射線サ
ーベイ要員を派遣要請しました．日本放射線技師会で
は，この未曾有の災害による被災者への貢献活動とし
て日本放射線技師会会員の派遣を承諾するとともに，
遺体サーベイによる安全管理を行いましたので報告し
ます．

検案前
遺体サーベイマニュアルの作成
　要請からサーベイ開始までの期間が短く，遺体の線
量測定だけの指示および文書となりました．どのよう
な項目で私たちが進めればいいか院内で測定の手順を
模索しました．3月14日に放医研が示した緊急時外
部被ばく線量を手本にすることとしました．

シンポジスト

　このマニュアルを順守するとともに次の点を考慮
し，サーベイを始めることとします．一つは，感染と
被ばく防止のための基本的な服装になること，タイベ
ックスーツやマスク，手袋を着けてサーベイに当たる
こと．次に，遺体の測定部位を設定しました．遺体を
7カ所（頭・胸・腹・両上肢・両下肢）に分け測定す
ることにしました．また環境の測定では，屋外，除染
場，屋内を次の時間（10時・12時・14時・16時）
で測定を行うことにしました．
　検案初日です．検案所には，3月26日付で福島県
警察本部からの通達が掲示してありました．
　それは，避難指示区域における警察活動の在り方
についてです．一つは，20km圏内では計測を実施す
ること，二つ目は距離に関係なく個人被ばく線量計
を装着すること，三つ目は10km圏内，20km圏内，
30km圏内活動では，距離に応じた服装を整えること，
それからスクリーニングを実施すること．その他に，
雨天時の捜索活動は中止になりますという通達が掲示
されていました．
　この通達を順守し，2日目のサーベイに向けて改善
策を講じました．一つは搬送時と除染後2回測定し除
染の効果を確認すること，それから搬送車両（右前タ
イヤ・フロントグリル・運転席シート・運転席フロア・
荷台シート），搬送隊員（頭・口・胸・腹・臀部・上肢・
下肢・足裏）を測定して汚染物質の持ち込みを確認す
ること，また道路や側溝を測定し汚染物質の流出など
を確認すること，そしてこれからサーベイ活動が継続
維持されるので，サーベイの統一化目的のため検案前
遺体サーベイマニュアルを作成しました（表1）．

検案前遺体サーベイ
活動隊員と検案所の動き
　今回の検案活動は，第1次隊から第18次隊まで，
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「検案前遺体サーベイへの取り組み」

16県の日本放射線技師会の38名の会員がこれに当た
りました．活動期間は4月11日から7月3日までの
84日間，1部隊5日間，延べ197名で行っています．
7月4日以降は当病院が受け持ち，現在も進行中です．
また使用機器（電離箱式サーベイメーター，NaIシン

チレーションサーベイメーター，GMサーベイメータ

ー，ポケット線量計）については，福島県放射線技師
会，千葉県放射線技師会，川崎市立病院，県警察本部
から借り受け，この検案サーベイに当たりました．
　今回サーベイに参加された隊員の表になります（表
2）．
　そこで一つ問題が起きました．サーベイ活動の引き
継ぎができないという問題です．初めは入れ替え方式
で実施しました．1次隊が帰ってから次の2次隊が入
るので引き継ぎができず，サーベイ方法がばらばらに
なるのではないかと危惧されましたので，私たちがそ
の引き継ぎをサポートする進め方をしていました．そ
こでスライド方式に変えていただき，前の部隊が帰る
前に次の部隊が入っていただき，引き継ぎをスムーズ
に行うことができました．
　こちらは福島県の線量マップです．原発の位置と，

表1 表2

クルー名 都道府県名 氏    名 勤  務  先

第1次隊
H23.4.11～4.14 福島県

嶋田　峻二
南相馬市立総合病院花井　辰夫

久米本　祐樹

第2次隊
H23.4.15～4.19

岡山県
山本　一雄 津山中央病院
蜂谷　泰俊 医療法人井口会落合病院

富山県 松倉　昭芳 なし

第3次隊
H23.4.20～4.24 徳島県

渋谷　啓治 徳島健診クリニック
湯浅　勝利 なし

高島　宏輔 徳島県立海部病院

第4次隊
H23.4.25～4.29 千葉県

千葉　政昭 平和台病院
都祭　広一 九十九里ホーム病院

第5次隊
H23.4.30～5.4 長野県

小林　正樹 長野県立総合リハビリセンター
松倉　正幸 長野県立須坂病院

第6次隊
H23.5.5～5.9 鹿児島県

西郷　康正 鹿児島大学病院
浮田　啓一郎 今給黎総合病院

第7次隊
H23.5.10～5.14 三重県

荻野　　豊 厚生連松坂中央総合病院
山田　隆憲 斎寿会鈴鹿回生病院

第8次隊
H23.5.15～5.19 福岡県

稲永　勝敏 新日鐵八幡記念病院
笠井　幸郎 新小倉病院

第9次隊
H23.5.20～5.24 静岡県

廣瀬　信雄 順天堂大学静岡病院
塚本　隆男 市立御前崎総合病院
片岡　純也 聖隷浜松病院

第10次隊
H23.5.25～5.29 熊本県

白川　裕一 熊本大学医学部附属病院
山澤　順一 水俣市立総合医療センター

第11次隊
H23.5.30～6.3 山形県

伊藤　昭俊 鶴岡市立荘内病院
山田　金市 山形大学医学部附属病院
星　 　守 山形県立中央病院

第12次隊
H23.6.4～6.8

福島県 古内　孝紀 医療法人渡辺病院
佐賀県 池田　順一 静便堂白石共立病院

第13次隊
H23.6.9～6.13 奈良県

高嶋　敏光 宇陀市立病院
福原　英人 田北病院

第14次隊
H23.6.14～6.18 福井県

大西　正 福井総合病院
龍田　俊一 福井県済生会病院

第15次隊
H23.6.19～6.23

埼玉県 尾形　智幸 さいたま赤十字病院

福島県
嶋田　峻二 南相馬市立総合病院
古内　孝紀 医療法人渡辺病院

第16次隊
H23.6.24～6.28 山形県

加藤　信雄 米沢市立病院
渡部　保明 三友堂病院
大内　智彰 済生会山形済生病院

第17次隊
H23.6.29～7.3

埼玉県 結城　朋子 済生会栗橋病院
岡山県 山本　一雄 津山中央病院

第18次隊
H23.7.4～現在 福島県 南相馬市立総合病院

今回検案所が置かれた場所がこちらになります．浪江
町津島検案所が高い線量の所にあることが一目で分か
ります．
　検案所の空間線量分布の推移になります．浪江町津
島の検案所では，3月16日に61.6μSv/hを記録して
います．南相馬は，3月12日に20μSv/h，3月16日
にも5.15μSv/hになっています．相馬の場合は，初
めが1.75μSv/hです．先ほども話がありましたが，
3月16日は雨で，気温が低く福島県の山間部（阿武隈
山地）は夜に積雪となり放射性物質が降下した原因と
なってしまい，このような空間線量となっております．
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　またこれは検案が始まった当初の屋外での線量で
す．浪江町津島が16.8μSv/h，南相馬は1.2μSv/h，
相馬が0.7μSv/hになっています．
　検案所の動きになります．当初は浪江，南相馬，相
馬の3カ所で行っています．浪江町津島の線量が高い
ため3日間の活動になりました．双葉郡の遺体は相馬
へ搬送され検案をすることとなり相馬に統合されまし
た．4月14日から6月3日までは2カ所を使用しまし
た．6月に入り検案数が少なくなり相馬の検案所を閉
じ，南相馬1カ所となりました．現在も検案は進行中
です．
　次に，検案医師の安全管理についてです．次の3点，
遺体線量測定・環境測定・被ばく線量累計の管理を行
い，安全管理とします．まず，遺体の線量測定です．
検案の流れについては，20km圏内の遺体は発見時に
線量測定ならびに除染を行います．これは警察管が行
っています．30km圏内，30km圏外では除染はしま
せん．そのまま搬送となります．検案所では，搬送さ
れて最初に遺体測定をします．除染をしてからまた測
定をします．除染によって線量の低減を確認するため
二度測定しています．測定部位については，頭・胸・腹・
両上肢・両下肢の7カ所になります．
　次に，環境を把握するため，屋外と除染場と屋内を
10時・12時・14時・16時と，2時間置きに測定しま
した．2時間置きにしたのは，原発が当初，事故によ
る危機的状態からの脱却がまだ見えず，どのような状
態となるか分かりませんでしたので，空間線量をこま
めに測ることで線量を把握することができないかと思
いましたので短時間での測定を行いました．その他，
道路ならびに側溝も測定しています．
　また汚染物質の持ち込みはないか確認するため，搬
送隊員と搬送車両の測定を行いました．
　浪江町津島の搬送隊員です．20km圏内搬送なので
完全防護となっています．
　作成したサーベイ記録用紙になります．私たちが最
初なので，これから継続維持されますので統一したサ
ーベイ記録用紙を作りました．先ほどの測定項目部分
が全部この記録用紙で書けるようにしてあります．
　続いて検案の流れです．こちらは，20km圏内浪江
町津島の検案所です．こちらが除染場になっています．

こちらは，30km圏内南相馬の検案所の除染場です．
　こちらが搬送時になります．20km圏内と30km圏
内での搬送の場合，服装が全然違っております．
　こちらが除染風景になります．20km圏内と30km

圏内です．
　こちらが検案所です．20km圏内浪江町津島の検案
所の中です．福島県警察管以外に他の県警より支援を
受け，チームを組んで検案に当たっています．
　こちらが20km圏内の遺体検案と歯科検案です．
こちらが遺体検案で，こちらが歯科検案です．この活
動が始まった検案当初の写真ですが，震災から1カ月
以上も経過していますので，遺体自体がミイラ化して
おります．その後，私たち以外の部隊では，先ほども
話がありましたが，異臭，腐敗が大変ひどくなり過酷
な検案活動になっています．
　次に，こちらが遺留品で，こちらが南相馬の安置所
になります．

検案前　遺体サーベイの実績
　今回要請のあった4月8日時点では，被害の多かっ
た東北3県，岩手県，宮城県，福島県の犠牲者数はこ
のような数になっています．内訳はこちらですが，宮
城県・死者数7,519人，行方不明者数6,578人，岩手
県・死者数3,745人，行方不明者数4,707人と非常に
多くなっています．
　こちらが福島県の犠牲者数です．要請があった時
点では，死者が1,207人，行方不明者数が1,418人で
す．9月8日現在では，死者が1,714人，行方不明者
が242人となっています．
　今回の活動での遺体サーベイ件数は367遺体を数
えています．この部分が私たちが関わったサーベイ数
の部分になります．
　各地区による遺体件数のグラフです．20km圏内
が184遺体，30km圏内が136遺体，30km圏外が
47遺体になります．浪江154遺体，南相馬136遺体，
相馬47遺体，大熊9遺体，富岡7遺体，楢葉7遺体，
双葉6遺体，広野1遺体で合計367遺体を数えました．
20km圏内，30km圏内は今まで捜索活動が少なかっ
たため，多くの遺体を数えています．
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サーベイ実績の推移です（図1）．この活動が始ま
った初期に多くの遺体サーベイを行っています．4月
16日には，1日で32遺体のサーベイを行っています．
また，日時が経過するほど遺体の損傷や腐敗がひどく
過酷な活動となりました．
　また先ほども述べましたが，検案所の屋外，除染
場，屋内の空間線量です．浪江町津島は高く，4月11

日でも野外で16.8μSv/hです．除染場は，テントで
覆ってあるので8.8μSv/hに下がっています．屋内で
は3.1μSv/hとなりました．現在の南相馬は，屋外が
0.6μSv/h，室内が0.1μSv/hになっています．

遺体線量測定
　20km圏内での遺体発見時の線量になります．4月，
5月，6月で表示してあります．4月の発見時線量が
高い値となりました．5月では線量が低下しています．
　福島県の線量マップと地域の位置関係です．大熊町
ならびに富岡町，楢葉町方面の海沿いが高い値になっ
ております．原発から北側の双葉町，浪江町，南相馬
市の沿岸は，南側から比べれば低い値になり，発見時
遺体線量と同じような線量になりました．今回の活動
では，4月30日に85,000cpm，5月24日に入っても
90,000cpmの遺体が大熊で発見されています．
　こちらは搬送時と除染後の線量分布になります．
20km圏内は一度除染をしてからの搬送線量です
が，200cpm以上が90%以上で除染がない南相馬と

「検案前遺体サーベイへの取り組み」

図1

同程度の線量の割合になりましたが，双葉郡地区が
500cpm以上14%と高線量部分は多くなっています．
除染後は100cpm台がほとんどで水色になり除染効
果が一目で分かります．

環境測定
　次に，搬送車両です．やはり20km圏内浪江町が
高く，4月11日に右のタイヤが13,000cpmありまし

た．検案所が移った5月23日でも，相馬で搬送時に
2,300cpmあります．これは10km圏内大熊町の遺
体搬送で，こちらは放射性物質を持ち込んでしまった
値ではないかと考えます．
　こちらは搬送隊員の線量です．こちらも浪江町津
島がやはり高く，足が18,300cpmあります．足裏は
14,800cpmで，足が高くなりました．これは土埃（ぼ
こり）がズボンに付着していたのが原因です．移設後
は最大1,300cpmの値となっています．
　次に，検案所の道路です．検案所前の道路でも，浪
江町津島で63,200cpmを計測しています．次の日で
も52,500cpmです．30km圏内は，当初3,600cpm

ありましたが，徐々に下がって1,500cpmになりま

した．30km圏外は，当初1,000cpm～1,500cpmあ

りましたが，徐々に2,000cpm～2,200cpmまで上
昇しました．これは，20km圏内の遺体を搬送し放射
性物質を持ち込んだのが原因ではないかと考えます．
　次に側溝ですが，20km圏内が21,300cpm，次の
日が17,000cpmあります．30km圏内，30km圏外
での有意差は見られませんが，30km圏内が若干高い
値です．

被ばく線量累計の管理
　最後に，被ばく線量累計を管理する目的で行いまし
た．1日の被ばく線量は，浪江町津島が9μSv/hにな

りました．4日間の累計で23μSv/ｗです．その他，
5日間の累計で 17μSv/ｗや18μSv/ｗと高い値がサ
ーベイ実施の前半に記録されています．今回活動した
期間の平均の累積は8.7μSv/ｗとなりました．
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　終わりに，今回の検案前遺体サーベイ活動では，発
見時の線量や搬送時の線量が100,000cpm未満でし
たが，浪江町・津島の検案所では空間線量が16.2μSv/h

と高く，検案医師の安全管理のため検案所を移設する
ことを促しました．また検案所の側溝計測も行いまし
たが，除染した放射性物質をそのまま下水に流出させ
てしまったので，汚染水を貯蔵管理し，処理すること
のできる施設が求められます．また震災から1カ月以
上も経過したため遺体の損傷や腐敗が進み過酷な活動
となりました．心に受けた衝撃は大きく，心的外傷後
ストレス障害（PTSD）を起こす恐れがあるのではな

いかと危惧された活動でしたが，自己をコントロール
し心のバランス感覚を保ちながら取り組み，回りの支
えや見守りと心のサポート体制の構築が不可欠です．
　今回のサーベイ事業は検案医師，歯科医師，警察官，
自衛官，消防団員とともに診療放射線技師として，微
力ではありましたが啓発や支援活動ができたことに感
謝致します．そしていまだに行方不明となられている
方々の一日も早い収容と，原発事故の収束による復興
を祈るばかりです．

　ご清聴，ありがとうございました．

─ 147 ─



「広報，マスメディアへの対応」
諸澄 邦彦

埼玉県立がんセンター

　本日は，医療被ばく安全管理委員会の委員長として
発言させていただきます．
　3月12日14時ごろ，中澤会長より「テレビ東京か
ら放射線についての説明を求められているので出演し
てほしい」との依頼がありました．
　同日の夕方は，枝野官房長官が避難区域を20km

に拡大すると発表したり，第二原発は付近10kmに

するなど，さまざまな情報が交錯していました．この
ような状況下で，テレビ東京は「30km圏内の人たち
の屋内退避にはどのような意味があるのか」という質
問をしてきました．
　このとき，私は放射性物質について説明しましたが，
その翌日には「放射性物質」を言葉で説明するより
も測る方が分かりやすいということになり「湯の花」
と「サーベイメーター」を持ってスタジオに入り，実
際に測定をして放射線量について解説しました．この
ことについては，分かりやすいという評価も多数あり
ましたが，インターネットによる「（がんセンターの）
諸澄が“湯の花”と同じだと説明していたが，その安全
を証明してみろ」というような書き込みもありました．
　「屋内退避のときには，雨がっぱを着用するように
してください」「皮膚を露出しないようにしてくださ
い」という話をしたのですが，避難されている方から

シンポジスト

「避難所にそのようなものがあるものか．着の身着の
ままで逃げてきたのに」と，職場にファクスまできた
ものですから，がんセンターの名前で出演すると職場
にいられなくなる，という印象も抱きました．
　また当時，枝野官房長官が“Bq（ベクレル）”“Gy

（グレイ）”という照射線量を用いて安全性について説
明するので，マスコミは戸惑っていました．
　われわれは，診療放射線技師として患者に放射線を
照射する専門家ですので，医療用放射線を基に説明さ
せてくださいと話し，医療の場で使っている吸収線量
や実効線量について解説しました．
　テレビ局が用意した文部科学省，あるいは放医研の
ホームページから，自然放射線と人工放射線を比較し
たフリップが，あらかじめ作成してありました．それ
に基づいて説明しましたところ，実に大きな反響があ
りました．
　放射線を専門とする学会および保健物理学会，放射
線技術学会の会員の方々から「医療の放射線は正当化
の判断に基づいて照射しているのだから，まずは，福
島原発による放射線量と同レベルでの説明は避けるべ
きである．次に，部分被ばくである医療被ばくと全身
被ばくである環境放射線の被ばくを一緒に論じてはな
らない．正当化，最適化にのっとって説明すべきであ
る」とのご指摘を受けました．テレビという短い時間
の中で，説明することは難しい，ということを説明す
るのに時間をとられました．
　CTの被ばく線量は，胸部CTで6.9μSv（マイクロ
シーベルト）とされています．しかし，新聞報道にも
医療放射線量との比較が掲載されていましたし，テレ
ビのテロップでもCTの線量で原発の影響を表してい
ました．各学会の言い分は，ランセットの報道のとき
でさえ，CTの被ばく線量を理由に検査をキャンセル
した患者さんがいたというのです．そのようなときに，
同じ医療者である診療放射線技師が，正当化の判断に
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基づくCTの被ばく線量と福島の原発を一緒にするの
はおかしいのではないかと非難されました．
　このときの自分の判断は，益のある被ばくだろうと，
益のない被ばくだろうと，物理的な被ばく量は一緒で
あるということでした．これは，報道側も同意見でした．
　この時点での意見は三つに要約されます．

1.  被ばくに関して，医療被ばくは正当化の判断に
基づいたものであるが，福島原発による被ばく
には正当化の判断がない．

2.  CTや胸部のエックス線検査は部分被ばくだが，
核医学は内部被ばくである．

3.  人工放射線だろうと，自然放射線だろうと物理
量としては同一である．

　私の住む埼玉県には，現在，福島県の田村市から
2,000名を超える方々が避難されています．福島の皆
さまが埼玉県に移住する際，行政がコメントを求めて
きました．このとき，日常の測定で0.06μSvという

空間線量率が，たとえ倍になったとしても「大丈夫だ」
と説明しました．
　確かに，郡山と田村を比べてみると郡山の方が高い
のですが，田村市から埼玉県に避難されてくる方々を
受け入れるに当たって，行政は，田村市民を対象にし
たサーベイ，あるいは靴の泥を落とすなど，そのよう
な対策をする必要があるのかどうかについて苦慮して
いました．新聞社は「周辺のコンビニエンスストアの
経営者側は，福島の方々が避難してくると，店の中に
放射能がまき散らされて商品が売れなくなるのではな
いか，と憂慮しているが大丈夫なのか」という質問を
してきました．
　それに対して「避難している皆さんは，田村総合体
育館で測定されて入っています．現在の空間線量のレ
ベルでは，測定することすら必要はありません」と説
明したのですが，行政としては，それで本当に安全が
担保できるのか，診療放射線技師を集めてGMサー

ベイメーターで測ったらどうかなど，と提案してきま
した．しかし，2,000人という数は，バスにすれば何
十台分にも相当します．診療放射線技師が10名集ま
ったとして，１人3分間ずつ測定したとしても，10

時間ぐらいかかるわけです．着の身着のままで逃げて

きた方々をずらりと並べて測定するのは，する側にも，
される側にも，相当の負担になります．そのような説
明をして避難者の受け入れをやり遂げました．

　特別行政相談についても，日本放射線技師会から依
頼を受けました．これは総務省が所管する特別行政相
談でした．
　このことについては，船橋エリアで，福島から避難
されてきた子供たちが「放射能が移る」と言われて，
また福島に戻る事例がありましたので，特別行政相談
の中に放射線被ばくについての説明もしてほしいとい
う依頼があり，参加しました．
　また3月20日以降，テレビで東京の金町浄水場か
ら水道水中にヨウ素131，210Bq/kgが検出されたと
報道されました．それが小児の基準値100Bq/kgを

超えているということで，たくさんの質問が舞い込み
ました．
　これは，1986年に起こったチェルノブイリの事故
の後「DAYS JAPAN」という雑誌が，仮に福島第一
原発で事故が起これば都市部にどれぐらいの放射線が
飛来するのかをシミュレーションしたことに端を発し
ます．風速5mで福島方面から風が吹けば10時間後
には放射性物質が飛んでくるということは分かってい
ましたので，もしかしたら問題になるのかな，と思っ
ていたら，案の定，東京の水が測定された，というわ
けです．
　そのときも，埼玉県でも，東京でも，各浄水場に粉
末チャコールを混入しているので「大丈夫ですよ」と
お話をしたのですが，やはりこの300Bqとか100Bq

という数値に不安を覚え「わが国の基準は，ほんとう
に大丈夫なのか」という質問が寄せられました．
　実際，マスコミの人たちばかりではなく，個人面談
の席であっても，放射線の影響について数値を基にし
て説明すると，かえって相手を混乱させます．このよ
うなときには，他国の数値などを引用しながら，日本
はEUとほとんど一緒で，決して規制が緩いわけでは
ないと説明すると，ようやく納得をしていただけるの
です．
　「ワイド‼　スクランブル」というテレビ番組でお
話をする際には，事前にキャスターと打ち合わせをし
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ますが，ゲスト出演者から，市民目線というか，予想
しない質問を浴びせられます．温水洗浄便座は大丈夫
ですか，犬に水をやっても大丈夫ですか，金魚鉢の水
をどうしたらいいでしょうか，そのような話を聞いた
ら，福島の方が怒るのではないかという質問をされる
わけです．やはりマスコミの流す電波あるいは新聞報
道は，都市部も，被災地にも行きますので，対応した
話の内容によっては誤解を受けるということがありま
した．
　4月に入ると，ホウレンソウとか野菜からさまざま
な放射性物質が検出されたということが報道され，人
体的影響についての質問がたくさん寄せられました．
　4月19日，文部科学省が，子供が屋外にいるとき
の基準値として，3.8μSv/hという数値を出してきま
した．その根拠は，ICRPが提示した放射線量でした．
緊急時待機には最低限の20mSvという線量を提示し
ていたのですが，その後の4月29日，小佐古先生が
衝撃的な涙の記者会見をされたものですから，マスコ
ミも1mSvと20mSvについての安全性を問いただし
てきました．診療放射線技師は放射線の専門家ですが，
一般的に見れば東大の先生あるいは長崎大学の先生た
ちのほうが学識があるように思われていますので，そ
の先生たちが言っているコメントに対して意見を求め
られても，私は答えられませんでした．誤解されない
ように，答えなかったというところもあります．
　自分は「1mSvという単位は，原子力発電所など
の1年間での施設基準として用いられた数値です．
1mSv以下ならば安全で，1mSvを超えたら危険とい
うものではありません」というふうに説明しています．
実際に，われわれ診療放射線技師は放射線を扱う作業
場で働いています．1週間で1mSvという施設基準，
これは50週毎日8時間働くことについての安全性に
ついて，じっくり先生方と話をしていかなければなら
ないと考えています．時間のかかることですが，われ
われ診療放射線技師に与えられた課題ではないでしょ
うか．
　確かに医療被ばくは正当化の下にある被ばくです．
福島原発による被ばくは正当化の判断基準がありま 

せん．
　これまでは，レントゲンによる照射の単位は一つだ

といわれていました．ところが，グレイがあり，シー
ベルトがあり，ベクレルがあります．われわれ放射線
の専門家が使い方を間違って説明をすると，一般の
人々は，ますます混乱し，不審感を覚えてしまうでし
ょう．
　ぜひこの確率的影響の説明に関しては，各医療機関
で同一の説明ができるように話し合っていただければ
と思います．実際に，自分自身も部署内で放射線の説
明をする機会を持っているのですが，リスク0.5%の

増加が1,000人で5人，1万人で50人という計算をさ
れると，リスクの中に自分も入ってしまうのではない
か，と危惧されます．
　私自身3月12日以降，テレビあるいは新聞などで
伝えられなかったことがあります．同じ放射線防護を
やっているフィールドの人たちからも批判されまし
た．ただ，3万人の会員がいるJARTの会員が同じよ
うなスタンスでこの後1年，2年説明していかないと，
われわれ診療放射線技師が信用されなくなってしまい
ます．
　新聞あるいは雑誌から市民の方がどのような情報を
得ているか，そしてどのような情報を得たがっている
かというのを知り，患者や市民の方から相談を受けた
場合には対応していただければ，と考えています．

「広報，マスメディアへの対応」
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○司会（北村）　今回は，会場にも福島に出向いてい
ただいた方が多くおられます．その方も交えて，今後
の事故に対する対応，そしてこれからどうすべきかと
いう点を含めて討論を進めていきたいと思います．
　初めに，会場の方からご質問，体験談がありました
らご紹介願えませんか．
○金場　国際医療福祉大学の金場ですが，マスコミ対
応で，今後もまだまだいろんなことが続くと思います．
マスコミでは，いろいろな先生方がテレビで講演なさ
っています．それに対して，日本放射線技師会あるい
は諸澄先生個人でもいいのですが，どう対応していく
のか．あるいは土佐先生，嶋田先生がおっしゃった内
容をどのように一般国民に知らせていくのか，その観
点から伺いたいのですが．
　ちなみに，先日，実は中部大学の武田先生と口論に
なってしまいました．診療放射線技師の勝手な見方で
とやかく言うべきじゃない，突然，相手が怒り出しま
した．なぜそのようになったのかというと，胸部CT

の照射量についての引用の問題があったからです．諸
澄先生のお話にもあったように，放射性物質とエック
ス線，医療行為である照射などについての数値がどん
どん独り歩きしています．
　このようなときにこそ，日本放射線技師会，あるい

は今までの経緯も含めての対応，アピールをどうして
いくのかということで，お話をお願いします．
○諸澄　現在は「医療被ばく安全管理委員会」ですが，
これまで「医療被ばく対策委員会」の活動に従事して
きました．われわれは，スイッチを押すことで患者さ
んに放射線を照射しています．被ばくさせているわけ
です．ですから，われわれは胸部の撮影であれば何
mGyを照射する，CTだったらどれぐらいの被ばく
線量があるのかということを常に把握しておいて，患
者さんから回答を求められたときには，答えられるだ
けのデータを各施設に用意すべきだろうと考えます．
　日本放射線技師会が1999年度より着手している放
射線管理士の認定制度には，生涯学習による人材育成
も担っています．従って，放射線管理士は原子力発電
所の構造も学んでいます．まずは，このような生涯教
育をもっと推進すべきだと思います．
　また会員の皆さまが「医療被ばく低減施設認定制
度」により積極的に関わっていけば，自施設の被ばく
線量について把握できるようになるので，患者さんか
らの質問にも自信を持って答えることができると思い
ます．
○金場　今は質問されたということで受け止めまし
た．もう一つ言いたいのは，日本放射線技師会として
どうアピールしていくかということなのです．そこも
含めてあとお二方の先生にお願いします．
○土佐　私が日本放射線技師会の立場で申し上げるの
は非常に難しいお話かと思います．ただ，われわれ診
療放射線技師は医療被ばく，緊急被ばく，公衆被ばく
について理解しこのことを整理し，答えられるように
していかなければならないと思います．
　医療においては，確かにベネフィットとリスクの駆
け引きで行っている部分もあり，IVRをやっています

と実際に皮膚が紅斑になるという現状も起きていま
す．また医療被ばくは確定的影響や確率的影響が示さ
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れていますが，原発事故などによる放射線被ばくの影
響は暫定基準値や基準値で示されているだけで，安全
の基準が分からない部分があり，多くの方が理解でき
ない部分であると思います．
○嶋田　私も立場上同じような考えで，日本放射線技
師会の役員ではないものですからコメントを控えさせ
ていただきたいと思いますが，先ほども話しましたが，
医療人として今回の原発事故による緊急被ばくの問題
と医療被ばくを分けて考えなければならないと思って
います．
○司会（北村）　今回の福島の原発とは別に，山梨で
起こった核医学検査の中での過剰投与の問題がありま
した．これについても今，マスコミに技師会として対
応しているわけですが，やはり情報をいかに開示して
いくかというのが大切だということで，技師会の中で
やっていこうということです．
　技師会としてガイドラインなどを出していますの
で，それをいかに実行していくかということがかなり
大切だと思っています．
○石田　大阪市立大学の石田です．皆さまには，今回
有事に対してさまざまな難局に対されて本当にご苦労
さまで，誠にありがとうございます．
　約半年を超える期間いろんな方面でご活動されて，

国民の前でその活動はしっかり見えてきている，国に
も見えていると思うのです．私たちの職業の位置付
け，国民の健康に寄与する医療に関係するというのは
当然でしたが，今回の有事においては，私たちの職業
が国民への安全あるいは利益，どう私たちの職業を活
用して与えるあるいはお伝えすることができるのかと
いうのはすごく確認できたタイミングではないかと思
います．
　そこで諸澄さんでしたらマスメディアにずっと対応
されて，あるいは嶋田さんや土佐さんは地域に対して
行ってきたと思うのですが，そういうところで今，私
たちに今後期待を寄せているとか，こういう側面で新
たな声として出ているとかそういうものがあったら，
お示しいただきましたらありがたいです．
○土佐　皆さんもご存じだと思いますが，日本の医療
放射線による防護や管理は，医師が行っていると理解
されているかと思います．また厚生労働省もそのよう
に理解されているかと思います．
　しかし，今回われわれは福島に行ってサーベイを行
いましたが，サーベイをしている医師はほとんどいま
せんでした．医師は医療活動を行っていましたが，サ
ーベイはほとんど診療放射線技師が行っていました．
このことは日本放射線技師会が厚生労働省に報告して

討　論
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いますので，そういった事実を分かっていただくこと
が，まず1点だと思います．
　それから，安全か，安全でないかという話は非常に
難しいのですが，今後医療被ばく，公衆被ばく，緊急
被ばくについて診療放射線技師が十分に理解し，啓発
活動を行っていくことが診療放射線技師のこれからの
役割になるかと思います．
○嶋田　遺体検案サーベイに携わった私の立場から言
うと，亡くなられてしまった方々のご遺体を家族の元
に一日も早く戻してあげるのが一つの仕事となってい
ます．警察官，自衛官，消防団員と共に活動しました．
私たちの仕事は放射線を取り扱う仕事です．というこ
とを住民ならびに他の職種の方にアピールできたので
はないかと思っています．
　もう1点は，放射線量をどれだけ下げればいいのか
など放射性物質を取り除くだけが目的となっています
が，福島県自体は放射性物質をどのようにしてなくす
かということが，これから一番問題になってくると思
います．これから皆さんと協議して考えていかなくて
はいけない問題だと思っています．
○諸澄　土佐先生のご意見にもありましたように，単
にサーベイヤーとして市民の被ばく線量を測定するだ
けではなくて，被災地の方々が「被ばく線量は大丈夫
ですか」と尋ねてきたときに，即答できるのが診療放
射線技師です．そういった意味では，今回のことで，
本当に国民から見えるというか，その場ですぐ対応で
きたのは大きなメリット，成果だと思います．
　8月27日に国立保健医療科学院の方で被ばく医療
の研究会がありました．これは，国際医療福祉大学の
鈴木元先生が大会長でしたが，そのときにサーベイ活
動の実態，遺体サーベイの話をしましたら，会場にい
らした市ヶ谷の自衛隊に勤務する先生が，非常に高く
評価されていました．実際に自衛隊の方々は，奥尻島
の地震・津波での経験があったんです．しかし，今回
のように口の中からうじが湧くというほど悲惨な状況
ではありませんでした．遺体のサーベイに赴かれた技
師の皆さんは，魚に突かれて手足がもがれた子どもの
遺体を前にしています．頭髪がない，爪がない遺体に
直面するような状況の中で，診療放射線技師の皆さん
は本当によくやってくれたと評価されています．

　われわれ診療放射線技師という職業が「国民に見え
る」ものになるという意味では，今回の成果を無駄に
しないで，残していくべきだと考えます．
○石田　私は，実は関西大震災を経験した身ですので，
今回のことに対して何ができるのか，皆さんのご姿勢
には本当に敬服して見守っていました．中澤会長の下
で引き続きよろしくお願いいたします．
○小林　長野県立総合リハビリテーションセンターの
小林です．遺体検案サーベイで第5次隊として参加さ
せていただきました．
　確かに，業務自体は全く経験がなかったので非常に
不安いっぱいで現地に向かったのですが，現地で作業
されている方々の不安は計り知れないものがあるだろ
うと想定していましたので，考えられるだけの資料を
集めてご説明できるような形にしようと思って伺った
のですが，やはり多方面の質問がありますので，先ほ
ど諸澄先生が言われたように，私個人の思い込みとか
で誤解が出るということが非常に不安でもありまし
た．ですから，こういう社会貢献ができる場がある場
合，ぜひフローチャートというような形で，この場合
にはどういうご説明をすれば適正であるとかといった
ような指針があるとありがたいなと思っています．
○諸澄　私自身も，これまで「医療被ばく」に取り組
んできました．4年前のことになりますが「放射線災
害時の対応マニュアル」を日本放射線技師会で作成し
たのです．ただし，そのときには「原子力災害は除く」
ということにしていたのです．その理由は，原子力に
関しては，政府がオフサイトセンターをベースに構築
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するということだったので，日本放射線技師会は，原
子力による放射線災害は別扱いにしました．今回，地
震，津波，放射線となってしまったので，そのとき中
心になったメンバーが集まれなかったのは非常に残念
だなと思います．
　ただ，今回，福島のことがなければ，日本放射線技
師会ができることは二つあったと思うのです．宮城の
方は医療機関が壊滅しました．ポータブル撮影装置も
ないような状況であれば，第1にわれわれがすべきこ

とは，携帯型のエックス線撮影装置を持って医療支援
に入らなければならない責務があるということです．
もう一つは，放置されたMRIの装置についての対処
法への提案です．自衛隊，消防の方々は医療用機器の
専門家ではありませんので，高磁場のものががれきの
下に存在していることが分からなかった場合，二次的
な災害を防ぐためにも，どこの病院にはどのMRI装
置が入っているというのは医療の雑誌を見れば分かり
ますので，そのような情報を基にした安全確保は，と
ても大切だといくことが，今回の災害で分かり，いい
教訓になりました．
○嶋田　私からは，検案の立場で，医師が安全に検案
活動できる，ということで今回取り組みましたが，検
案医師だけでなく警察官，自衛官，消防団員が被災地
で放射線被ばく量と葛藤しながらの取り組みで大変な
思いを抱いていたのは事実です．他の職種の被ばく線
量を把握し，日常の被ばく量も管理できる体制の構築
があって良かったのではないかと思いました．
　今回は検案前サーベイの安全管理でしたが，検案に
従事する全職種を加えての安全管理マニュアルを作成

し，非常事態に対応できるようにしなくてはいけない
と思っています．
○土佐　少々質問の趣旨から外れるかもしれないです
が，報道関係やいろいろなところで，われわれは放射
線の専門家集団と思われつつあります．しかし，実態
としては医療現場で外部被ばく線量測定のため使用し
ている，ガラス線量計の実効線量限度や等価線量限度
を理解していない診療放射線技師が多くいることも事
実です．また放射線の単位であるシーベルト，ベクレ
ル，グレイなどの使い分けを理解できていない診療放
射線技師が多くいることも事実です．今後，診療放射
線技師は福島原発事故に伴い，患者さんや住民から放
射線被ばくについて質問されることが多くなってきま
す．われわれが放射線の専門家として社会に明確に位
置付けていくためには，放射線防護の許容値や単位を
正確に理解していることは必須であり，最も重要な課
題であると思います．
○司会（北村）　ありがとうございます．
残り時間もほとんどないですが，もうひと方だけ質
問に答えさせていただきたいと思います．
○永田　佛教大学の永田です．今回3月11日の震災
に伴い，12日には既に対策本部を立ち上げられたと
いうことで，これについては本部の北村先生にお伺い
したほうがいいのかと思いますが，12日に対策本部
を立ち上げられて，全国の都道府県技師会にサーベイ
ヤーを要請されたのはいつなのかということと，それ
とサーベイヤーの協力申し入れを本部で登録されてい
ますが，その取り扱いについてはどのようにされてい
るのかお伺いしたいと思います．

討　論
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○司会（北村）　先ほど会長からもお話がありまし
たが，12日に対策本部を立ち上げて，13日には，厚
労省をはじめ原子力安全委員会，それから福島県災
害対策本部から要請があったということでサーベイ
ヤーの派遣，それからGM管があるかどうかという
ことも踏まえてありました．
　ただ，現地では大変な状況ということもあり，バス
をチャーターしないと行けないということありました
が，高速道路も使えるかどうかも分からない中での派
遣でした．14日あたりに全国に声を掛けさせていた
だいて，そのまま皆さんに集まっていただいて出発し
たというのが現状でございます．
　その後，多くの都道府県の皆さまからサーベイヤー
に登録していただいて，その後は各県単位で4人ぐら
いずつ派遣できるような形で進めさせていただいて，
現在も200人ぐらいの方が登録をされています．
○永田　写真でもサーベイヤーの方を見たのですが，
かなり若い方が参加されています．できましたら，こ
ういう放射線関係に関しては年配の人を優先として選
択されたほうがいいのではないかなと．今後そういう
ことがありましたら考えていただきたい．
○司会（北村）　これについて，土佐さん，一緒に行
ったメンバーについてはどうでしょうか．
○土佐　恐らく全国から集まった12名というのは，
日本放射線技師会はもっと多くの人数が欲しかったの
ではないかと思うんですね．そこで，もう16日に出
発するんだということが出ていましたので，そこに応

募してきたのが12名だったということで，ここで30

名，40名いたら年齢別にということも考えられたの
でしょうが，取りあえずこの人数で行こうということ
で，確かに不安はいっぱいありました．
　私どもの施設でも，先ほどお話しましたが，安全が確
保されていないだろうということで3回お願いしまし
た．それで3回目に許可が出ましたが，中には施設の
許可を得ないで有休をとってきた方もいるのではない
かと思っていますが，日本放射線技師会が想定したよ
りも，緊急事態ですので人数が少なかったというのが
事実だと思います．それで，12名ということで行こう
というミッションを決断されたのだと思っています．
○司会（北村）　それにプラスすると，バス会社もチ
ャーターしたのですが，なかなか引き受けてくれると
ころがなかった．バスの運転手の健康の問題とかそれ
を保障してくれるのかということがあり，どういう場
所に行くのかということでバス会社に毎日現地の状況
をお知らせしながら進めたという次第です．
　時間も過ぎたので，このあたりで閉めさせていただ
きたいと思います．今回の原発事故に対応して，今後
の事故への対応，それから大会中に放射線管理士部会
から分科会移行の会議も開催されます．そういう中で，
今後の対応をいかにしていくか，先ほどもあった通り
マニュアル化をどうするかとか，いろいろな問題が出
てくると思います．皆さんのご意見を伺いながら対応
していきたいと考えております．
　本日は，本当に長い間ありがとうございました．
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宮城県放射線技師会宮城県放射線技師会宮城県放射線技師会宮城県放射線技師会    

東日本大震災での宮城県内医療施設における放射線機器関連東日本大震災での宮城県内医療施設における放射線機器関連東日本大震災での宮城県内医療施設における放射線機器関連東日本大震災での宮城県内医療施設における放射線機器関連被害レベル状況被害レベル状況被害レベル状況被害レベル状況    

と被害額のアンケート調査報告と被害額のアンケート調査報告と被害額のアンケート調査報告と被害額のアンケート調査報告    

宮城県放射線技師会では、当会の賛助会員各メーカー様中心に、また、該当施設（主に治療

装置施設）を対象に今回の震災による医療機器の被害状況アンケートを実施しました。  

放射線治療装置被災状況につきましては、治療施設へのアンケートとし９施設から回答が寄せ

られました。（民間クリニック１、病院 4 公的病院 4） 

今回のアンケート内容は被害状況の程度をグレード別にし、その件数と被害額を記入する形式

で、クリニック・開業医、民間施設、公的施設の開設法人別集計を行っています。 

被害想定額は、各装置の価格帯等を考慮し被害額係数を記入し各社妥当性をもった被害額と

したことで、正確性が高い集計結果が得られ、メーカーによる無償の保守点検等のデータとしても

貴重な資料になると考えております。 

■ アンケートアンケートアンケートアンケート内容内容内容内容

・ アンケートは被害状況５つのレベルに分類し件数と被害額を集計

・ 被害額の妥当性から、各社係数で補正し適正額算出

・ 開業医、クリニック群/民間病院施設群/公的病院施設群の開設別で集計

被害レベル
ＬＥＶＥＬ５： 全損（装置一式交換を要するような状態） 100,000,000 円
ＬＥＶＥＬ４： 一部損壊（高額な修理を要する状態） 10,000,000 円
ＬＥＶＥＬ３： 一部損傷（軽微な修理で復帰できる状態） 3,000,000 円
ＬＥＶＥＬ２： 被害なし（メーカー点検の実施で使用可能） 100,000 円
ＬＥＶＥＬ１： 被害なし（ユーザー点検のみで復帰） 0 円

以下の装置に関する被害レベルに関して件数の記入をお願い致します。

被害額合計 （係数　妥当な数字に変更ください。）

ＡＮＧＩＯ ＬＥＶＥＬ５： 0 件 ＝ 0 1
ＬＥＶＥＬ４： 0 件 ＝ 0 1
ＬＥＶＥＬ３： 0 件 ＝ 0 1
ＬＥＶＥＬ２： 0 件 ＝ 0 1
ＬＥＶＥＬ１： 0 件 ＝ 0 1

平均被害額(妥当な概算費用をご記入ください。）内容

＝
ＣＴ ＬＥＶＥＬ５： 0 件 ＝ 0 1

ＬＥＶＥＬ４： 0 件 ＝ 0 1
ＬＥＶＥＬ３： 0 件 ＝ 0 1
ＬＥＶＥＬ２： 0 件 ＝ 0 1
ＬＥＶＥＬ１： 0 件 ＝ 0 1

・ ・・以下同様

平均被害額（妥当な概算費用をご記入ください。）
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■ 集計報告（2011.7.18 現在）

件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額
ＡＮＧＩＯ ＬＥＶＥＬ５： 0 0 0 0 1 300,000,000 1 300,000,000

ＬＥＶＥＬ４： 0 0 0 0 1 15,000,000 1 15,000,000
ＬＥＶＥＬ３： 2 6,000,000 3 2,400,000 2 6,000,000 7 14,400,000
ＬＥＶＥＬ２： 1 100,000 5 2,420,000 18 1,800,000 24 4,320,000
ＬＥＶＥＬ１： 0 0 0 0 8 0 8 0

小計 3333 6100000610000061000006100000 8888 4820000482000048200004820000 30303030 322800000322800000322800000322800000 41414141 333720000333720000333720000333720000
ＣＴ ＬＥＶＥＬ５： 4 180,000,000 1 130,000,000 5 480,000,000 10 790,000,000

ＬＥＶＥＬ４： 2 10,000,000 1 38,000,000 1 10,000,000 4 58,000,000
ＬＥＶＥＬ３： 14 27,000,000 6 21,000,000 3 7,500,000 23 55,500,000
ＬＥＶＥＬ２： 41 5,150,000 31 5,280,000 42 4,500,000 114 14,930,000
ＬＥＶＥＬ１： 6 0 6 0 6 0 18 0

小計 67676767 222150000222150000222150000222150000 45454545 194280000194280000194280000194280000 57575757 502000000502000000502000000502000000 169169169169 918430000918430000918430000918430000
ＭＲＩ ＬＥＶＥＬ５： 3 180,000,000 1 80,000,000 2 250,000,000 6 510,000,000

ＬＥＶＥＬ４： 1 10,000,000 4 18,000,000 2 6,000,000 7 34,000,000
ＬＥＶＥＬ３： 6 9,000,000 5 27,300,000 8 20,100,000 19 56,400,000
ＬＥＶＥＬ２： 18 3,150,000 21 3,780,000 22 2,500,000 61 9,430,000
ＬＥＶＥＬ１： 2 0 1 0 3 0 6 0

小計 30303030 202150000202150000202150000202150000 32323232 129080000129080000129080000129080000 37373737 278600000278600000278600000278600000 99999999 609830000609830000609830000609830000
放射線治療 ＬＥＶＥＬ５： 0 0 0 0 1 200,000,000 1 200,000,000

ＬＥＶＥＬ４： 1 30,000,000 1 10,000,000 0 0 2 40,000,000
ＬＥＶＥＬ３： 1 1,000,000 1 100,000 1 300,000 3 1,400,000
ＬＥＶＥＬ２： 0 0 2 200,000 5 80,000 7 280,000
ＬＥＶＥＬ１： 0 0 3 0 3 0 6 0

小計 2222 31000000310000003100000031000000 7777 10300000103000001030000010300000 10101010 200380000200380000200380000200380000 19191919 241680000241680000241680000241680000

未稼働被害 20,000,000

Ⅹ線テレビ ＬＥＶＥＬ５： 43 264,000,000 3 100,000,000 7 550,000,000 53 914,000,000
ＬＥＶＥＬ４： 0 13,500,000 2 11,000,000 0 0 2 24,500,000
ＬＥＶＥＬ３： 65 11,760,000 18 34,800,000 10 19,500,000 93 66,060,000
ＬＥＶＥＬ２： 323 23,900,000 79 7,900,000 43 4,300,000 445 36,100,000
ＬＥＶＥＬ１： 29 0 9 0 22 0 60 0

小計 460460460460 313160000313160000313160000313160000 111111111111 153700000153700000153700000153700000 82828282 573800000573800000573800000573800000 653653653653 1040660000104066000010406600001040660000
ＰＥＴ・ＳＰＥＣＴＬＥＶＥＬ５： 0 0 0 0 0 0 0 0

ＬＥＶＥＬ４： 0 0 0 0 0 0 0 0
ＬＥＶＥＬ３： 0 0 0 0 2 6,000,000 2 6,300,000
ＬＥＶＥＬ２： 3 300,000 3 1,000,000 3 300,000 9 1,600,000
ＬＥＶＥＬ１： 1 0 2 0 0 0 3 0

小計 4444 300000300000300000300000 5555 1000000100000010000001000000 5555 6300000630000063000006300000 14141414 7900000790000079000007900000
ＰＡＣＳ ＬＥＶＥＬ５： 1 0 30 2,500,000 1 14,500,000 32 17,000,000

ＬＥＶＥＬ４： 0 0 31 7,500,000 32 52,900,000 63 60,400,000
ＬＥＶＥＬ３： 2 1,000,000 6 6,900,000 4 10,200,000 12 18,100,000
ＬＥＶＥＬ２： 10 400,000 7 2,480,000 19 1,400,000 36 4,280,000
ＬＥＶＥＬ１： 3 0 0 4 0 7 0

小計 16161616 1400000140000014000001400000 74747474 19380000193800001938000019380000 60606060 79000000790000007900000079000000 150150150150 99780000997800009978000099780000
一般撮影 ＬＥＶＥＬ５： 69 86,500,000 25 65,000,000 17 195,000,000 111 346,500,000

ＬＥＶＥＬ４： 2 12,400,000 1 9,000,000 2 3,000,000 5 24,400,000
ＬＥＶＥＬ３： 127 30,100,000 72 10,500,000 20 12,900,000 219 53,500,000
ＬＥＶＥＬ２： 681 17,700,000 303 11,500,000 186 14,100,000 1,170 43,300,000
ＬＥＶＥＬ１： 266 0 67 0 47 0 380 0

小計 1145114511451145 146700000146700000146700000146700000 468468468468 96000000960000009600000096000000 272272272272 225000000225000000225000000225000000 1885188518851885 467700000467700000467700000467700000
その他 ＬＥＶＥＬ５： 10 14,000,000 1 3,000,000 2 4,600,000 13 21,600,000

ＬＥＶＥＬ４： 12 3,600,000 1 2,000,000 1 2,000,000 14 7,600,000
ＬＥＶＥＬ３： 24 5,600,000 3 1,600,000 3 1,600,000 30 8,800,000
ＬＥＶＥＬ２： 10 200,000 24 400,000 32 400,000 66 1,000,000
ＬＥＶＥＬ１： 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 56565656 23400000234000002340000023400000 29292929 7000000700000070000007000000 38383838 8600000860000086000008600000 123123123123 39000000390000003900000039000000

1,7831,7831,7831,783 \946,360,000\946,360,000\946,360,000\946,360,000 779779779779 \615,560,000\615,560,000\615,560,000\615,560,000 591591591591 \2,196,480,000\2,196,480,000\2,196,480,000\2,196,480,000 3,1533,1533,1533,153 \3,758,700,000\3,758,700,000\3,758,700,000\3,758,700,000

４施設中４施設で稼働 ７施設中６施設3.14稼働

計計計計開業医診療所開業医診療所開業医診療所開業医診療所 民間病院施設民間病院施設民間病院施設民間病院施設 公的病院施設公的病院施設公的病院施設公的病院施設

2011.7.18 現在2011.7.18 現在2011.7.18 現在2011.7.18 現在

設置主体別被害総額設置主体別被害総額設置主体別被害総額設置主体別被害総額

自動現像　放射線
治療計測、RI施

設、インジェクター

*治療装置で診療稼働ができず診療損害が出た施設は１箇所（被害額 2000 万相当）は別集計とし

含んでいません。治療装置被害の開設別群分類では、日赤病院、厚生年金病院、労災病院様は

民間施設として分類しています。 

*富士フィルム様のみ件数のみの集計となっています。
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開設郡別の被害傾向

総件数 3153件
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・放射線装置は、おもに公的、民間など一般病床を有する病院施設を中心に普及して

いると思われるが、被害件数では、民間、個人開業診療所が 6 割を占める結果であり、

被害総額でも民間病院含めると 4 割と公的病院の被害に匹敵する被害を受けている。 

・放射線検査の基本である、一般撮影/X-TV 装置の普及が行き届いていることもあり、

件数でもダントツで多い。開業医、診療所施設ふくめ、一般撮影/X-TV 装置をサービ

スしたメーカーサービスの対応が広範囲であったことが推察される。




・件数と装置単価の掛け算が被害総額に反映することから、件数の多さと装置単価から

X-TV 装置の被害総額が一番多い。一方で CT、MR、angio、治療装置は装置単価額が高

額であり公的病院中心に主要な装置の被害総額を占めた。また、開業医、診療所での

MR,CT の被害額が一定みられており、高額装置普及の反映と思われる。 

■アンケートご協力会社様

アンケート回収 協力 会社アンケート回収 協力 会社アンケート回収 協力 会社アンケート回収 協力 会社 被害額 件数

東 芝メデ ィカルシステムズ 株式会 社 ● ●

株 式会社 日立メディコ ● ●

島 津メデ ィカルシステムズ 株式会 社 ● ●

GEヘルスケア・ジャパン 株式会社 ● ●

株 式会社 フィリップスエ レクトロニクスジャパン ● ●

シ ーメンス・ジャパン 株式 会社 ● ●

コニカミノルタヘル スケア 株式会 社 ● ●

株 式会社 千代田テクノル ● ●

ピー・エス・ピー 株式会社 ● ●

日 本メドラッド 株式会社 ● ●

株 式会社 根本杏林 堂 ● ●

株 式会社 ナナ オ ● ●

富 士フィルムメディカル 株 式会社 ●

治 療装置アンケート協 力施設
（民間クリニック１、病院4　公的病院4　）

● ●

担当 前谷津文雄 

開設郡別の被害傾向

総件数 3153件

総件数3153件 総被害額 37億6千万
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被害総額３７億６０００万
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平成 23 年 3 月 16 日 

国民の皆様へ

福島原発からの放射性物質飛散による周辺住民への影響や対応等について（第一報）修正

社団法人日本放射線技師会

会長 中澤 靖夫

日本放射線公衆安全学会

会長 諸澄 邦彦

１． 周辺住民の皆様は政府からの指示に従って冷静に行動してください。

２． 周辺住民の皆様は、不要不急の場合以外、室外に出ず換気扇を停止するなど外気

を室内に取り入れないようにしてください。室内で正確な情報の入手を心がけてくだ

さい。

３． 例え、飛散した放射性物質を浴びたとしても必ず人体影響が起こるわけではあり

ません。少量であれば人体に影響は出ません。飛散した放射性物質を浴びた可能性の

ある住民の方々へは政府から随時、浴びたかどうかを調べる検査が行われるものと思

いますのでそれまで冷静に行動してください。

４． もし、飛散した放射性物質を浴びた可能性がある場合は、可能であればその時に

着ていた服を脱いでシャワーを浴びてください。うがいもしてください。脱いだ服は

ナイロンの袋などに入れて入口を閉じて（縛って）、離れた、あるいは人が常時いない

場所に保管してください。脱いだ服を後で調べることでどのくらい被ばくしたかを推

定することが可能です。

以上

※3/13 に掲載しました第一報では、飛散する放射性物質の一つである「ヨウ素」からの被

ばくを軽減するため、ヨウ素成分を含むものを摂取することを推奨しましたが、インター

ネット上などで、ヨウ素が含有されている「うがい剤」等を飲むとよいなどという誤った

情報が流布されていることを鑑み、当該項目を削除させていただきました。 

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 
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平成 23 年 3 月 14 日 
国民の皆様へ

社団法人日本放射線技師会

会長 中澤 靖夫

日本放射線公衆安全学会

会長 諸澄 邦彦

福島原発からの放射性物質飛散による周辺への影響や対応等について（第二報）

－飛散した放射性物質からの被ばくを避けるための方策など－

このたびの巨大地震において被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

 原子力発電所から放射性物質が飛散していることから、周辺住民の皆さまにおかれまし

ては、内部被ばくといわれる放射性物質の体内摂取（呼吸や皮膚などによる）を避けるよ

うな措置を講じる必要があります。これは、湿ったマスクをつけることや帽子をかぶった

り手袋を着けるなど、皮膚の露出をできるだけ少なくすることで十分な効果があります。

仮に衣服に放射性物質が付着しても、衣服を脱ぐことで被ばくを避けることができます。

身体に付着しても早期に洗い流すことで被ばくを避けることができます。また、そのよう

な状況が疑われる場合は、関係機関等より適切な措置が講じられると思われますので、過

度な心配をなさらないでください。特に、室外にやむを得ず出る場合にはできる限りこの

方策を講じてください。

一方、ニュース等で発電所付近のモニタリングポストにおける線量が 1,015 μSv であっ

たなどの情報が流されておりますが、これは正しくは 1,015 μSv/h で 1 時間あたりの線量

（線量率）であり、一時間その場所に存在したらという前提があります。したがいまして、

そのモニタリングポスト付近で瞬間的に被ばくする値でないことに留意してください。も

ちろん、継続的にそのような数値が示されるようであれば危険な状態といえますが、その

ような場合には政府等の関係機関より速やかな情報提供があると思われます。

付記事項

μSv（マイクロシーベルト） 
以上
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平成 23 年 3 月 15 日 

国民の皆様へ

社団法人日本放射線技師会

会長 中澤 靖夫

福島原発からの放射性物質飛散による周辺住民への影響や対応等について（第三報）

－雨などへの対応について－

１． 周辺住民の皆様は政府からの指示に従って冷静に行動してください。

２． 今後被災地域に雨が降る可能性がありますので、その場合の対応についてお知ら

せいたします。

３． 雨が降った場合も第一報と第二報でお知らせした内容と同様に、飛散した放射性

物質からの被ばくを避けるための方策を講じてください。

４． 周辺住民の皆様は、不要不急の場合以外、室外に出ず換気扇を停止するなど外気

を室内に取り入れないようにしてください。室内で正確な情報の入手を心がけてくだ

さい。

５． 屋内退避を原則として雨に濡れないようにしてください。

６． やむを得ず外出する場合でもカッパなどを着用し、雨で皮膚が濡れないようにし

てください。もし、衣服などが濡れた場合は、可能であればその時に着ていた衣服を

脱いでシャワーを浴びてください。うがいもしてください。

以上
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平 成 2 3 年 ４ 月 ８ 日

社 団 法 人

日本放射線技師協会会長

中 澤 靖 夫 殿

福 島 県 警 察 本 部 長

放射線技師の派遣依頼について

当県において、平成 23 年３月 11 日発生した東日本大震災に伴う災害につき、当面

の間、放射線測定管理、機器操作等のため、放射線技師の派遣をいただきたく、依頼

いたします。

派遣先は、福島県各警察署管内の検視現場となります。

以 上
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東日本大震災への取り組み

報 告 書

平成 24年 3月 11日

社団法人 日本放射線技師会

平成 24年 3月 11日

東日本大震災への取り組み 

社団法人 日本放射線技師会 
〒105-6131
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